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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３９０ｎｍ以上７００ｎｍ以下の波長範囲に発光ピークを有する光を発する光源と、
　該光源から発せられた光を吸収して可視光を発する、１５０℃での輝度保持率が７０％
以上の蛍光体を含有し、シリコーン系材料を含有する蛍光体部とを備える表示装置であっ
て、
　該シリコーン系材料が、固体Ｓｉ－ＮＭＲスペクトルにおいて、
（ｉ）ピークトップの位置がケミカルシフト－４０ｐｐｍ以上０ｐｐｍ以下の領域にあり
、ピークの半値幅が０．３ｐｐｍ以上３．０ｐｐｍ以下であるピーク、及び、
（ii）ピークトップの位置がケミカルシフト－８０ｐｐｍ以上－４０ｐｐｍ未満の領域に
あり、ピークの半値幅が０．３ｐｐｍ以上５．０ｐｐｍ以下であるピーク
からなる群より選ばれるピークを、少なくとも１つ有する
ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　該シリコーン系材料のケイ素含有率が２０重量％以上である
ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　該シリコーン系材料が、固体Ｓｉ－核磁気共鳴スペクトルにおいて、
（ケミカルシフト－４０ｐｐｍ以上０ｐｐｍ以下のピークの総面積）／（ケミカルシフト
－４０ｐｐｍ未満のピークの総面積）の比が、３以上２００以下である
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ことを特徴とする請求項１又は請求項２記載の表示装置。
【請求項４】
　該シリコーンのシラノール含有率が１０重量％以下である
ことを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の表示装置。
【請求項５】
　該光源が発する光が３９０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の波長範囲に発光ピークを有する
ことを特徴とする請求項１～４の何れか一項に記載の表示装置。
【請求項６】
　該表示装置が、液晶バックライトである
ことを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は表示装置に関し、特に、蛍光を用いた表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示装置やプラズマ表示装置などの平面型表示装置が急速に普及している。
従来のＣＲＴ（冷陰極管）ディスプレイとくらべて平面型表示装置は薄型軽量の特徴を持
ち、特に大型表示装置の分野では、ほとんどの表示装置が平面型である。なかでも、液晶
表示装置が普及している。
　また、中型表示装置の分野にも平面型が急速に普及しており、平面型のなかでも液晶表
示装置が特に広く普及している。
【０００３】
　しかし、従来の液晶表示装置はバックライト光の通過角を制限しており、通過した光の
視野角が極めて限られ、視野角によっては白黒のコントラスト低下や反転が起こるという
視野角問題が生じていた。視野角問題を解決するために、例えば、分割した画素に異なる
電圧－透過率特性を持たせる画素分割法、光学補償板を用いる方法などが提案されている
。しかし、これらの方法は、製造コストや部材コストの増大につながり、液晶表示装置の
普及の妨げになっていた。
【０００４】
　また、カラー化のために、従来の表示装置においては、赤・緑・青の各画素にカラーフ
ィルタを配列したマイクロカラーフィルタが使われていた。しかし、マイクロカラーフィ
ルタは高価であるため、これも液晶表示装置の普及の妨げになっている。
【０００５】
　一方、ＣＲＴディスプレイやプラズマ表示装置、エレクトロルミネッセンスディスプレ
イなどに代表される自発光型表示装置には、液晶表示装置に見られるような視野角問題は
ない。しかし、ＣＲＴディスプレイは重く大きいため、広い設置場所が必要となる。また
、プラズマ表示装置は駆動のために高電圧を用いる必要があるため、特別な回路を必要と
し、高価になる。さらに、プラズマ表示装置はプラズマを発生させるため、各画素の大き
さをあまり小さくできず、特に中型サイズの表示装置では高精細化が難しい。また、エレ
クトロルミネッセンスディスプレイには、耐環境特性や寿命に課題がある。特に、対環境
特性については、通常７０℃～８０℃でも動作可能なディスプレイが求められている。
【０００６】
　そこで、寿命および耐久性に優れた液晶を用いた電気光学素子によって透過光量を調節
して輝度を調整するとともに、それぞれの画素に対応した形状で３原色の蛍光体部を設け
、３８０ｎｍから４２０ｎｍの波長領域に主発光領域を有するバックライトを用いて蛍光
体部内の蛍光体を励起して発光させる蛍光自発光型液晶表示装置が提案されている（特許
文献１、２）。
【０００７】
　しかし、特許文献１、２に記載されているような蛍光体を用いた場合、特に赤色領域の
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発光強度が弱いため、表示装置の色再現領域が狭かった。また、３８０ｎｍから４２０ｎ
ｍの波長領域に主発光領域を有する近紫外光で蛍光体を励起した場合、蛍光体部内の樹脂
が光劣化し、着色することがあった。
　これに対し、特許文献３～５には、特許文献１、２のような近紫外光に代えて、可視光
によって蛍光体の励起を行なう技術が開示されている。
【０００８】
【特許文献１】特開平８－６２６０２号公報
【特許文献２】特開２００４－３４８０９６号公報
【特許文献３】米国特許第６８４４９０３号明細書
【特許文献４】特開平１０－２０７３９５号公報
【特許文献５】特開平８－６３１１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、特許文献３、４のように可視光によって蛍光体を励起するようにした場
合であっても、使用している蛍光体は、発光輝度の温度依存性が高く、蛍光体が発する光
の色がばらつき、その結果、温度条件によって表示する画像の発色が意図した色からずれ
ることがあった。
　本発明は上記課題に鑑みて創案されたもので、発光輝度の温度依存性を低減した蛍光体
を用いた表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の発明者らは、上記課題を解決するべく鋭意検討した結果、表示装置に用いる蛍
光体として、高温条件化での輝度保持率が所定値以上である蛍光体を用いると、蛍光体の
発光輝度の温度依存性を低減し、温度条件によって表示する画像の発色が意図した色から
のずれを抑制した表示装置が得られることを見出し、本発明を完成させた。
【００１１】
　即ち、本発明の要旨は、３９０ｎｍ以上７００ｎｍ以下の波長範囲に発光ピークを有す
る光を発する光源と、該光源から発せられた光を吸収して可視光を発する、１５０℃での
輝度保持率が７０％以上の蛍光体を含有し、シリコーン系材料を含有する蛍光体部とを備
える表示装置であって、
　該シリコーン系材料が、固体Ｓｉ－ＮＭＲスペクトルにおいて、
（ｉ）ピークトップの位置がケミカルシフト－４０ｐｐｍ以上０ｐｐｍ以下の領域にあり
、ピークの半値幅が０．３ｐｐｍ以上３．０ｐｐｍ以下であるピーク、及び、
（ii）ピークトップの位置がケミカルシフト－８０ｐｐｍ以上－４０ｐｐｍ未満の領域に
あり、ピークの半値幅が０．３ｐｐｍ以上５．０ｐｐｍ以下であるピーク
からなる群より選ばれるピークを、少なくとも１つ有する
ことを特徴とする表示装置に存する（請求項１）。
【００１２】
　このとき、該シリコーン系材料のケイ素含有率が２０重量％以上であることが好ましい
（請求項２）。
　また、該シリコーン系材料が、固体Ｓｉ－核磁気共鳴スペクトルにおいて、
（ケミカルシフト－４０ｐｐｍ以上０ｐｐｍ以下のピークの総面積）／（ケミカルシフト
－４０ｐｐｍ未満のピークの総面積）の比が、３以上２００以下であることが好ましい（
請求項３）。
　また、該シリコーンのシラノール含有率が１０重量％以下であることが好ましい（請求
項４）。
　また、該光源が発する光が３９０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の波長範囲に発光ピークを有
することが好ましい（請求項５）。
　また、該表示装置が、液晶バックライトであることが好ましい（請求項６）。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、発光輝度の温度依存性を低減した蛍光体を用いた表示装置を提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の表示装置は、３９０ｎｍ以上７００ｎｍ以下の波長範囲に発光ピークを有する
光を発する光源を備える。さらに、本発明の表示装置は、光源から発せられた光を吸収し
て可視光を発する蛍光体として、１５０℃での輝度保持率が７０％以上の蛍光体（以下適
宜、「輝度保持蛍光体」という）を有する蛍光体部を備える。
【００１５】
［Ｉ．輝度保持蛍光体］
　輝度保持蛍光体に制限は無く、１５０℃での輝度保持率、即ち、同じ強さの励起光で励
起した場合における、常温（２５℃）での発光輝度に対する、１５０℃での発光輝度の強
さの割合が、通常７０％以上、好ましくは７５％以上、より好ましくは８０％以上である
蛍光体であれば、可視光を発する限り、任意の蛍光体を用いることができる。
　なお、輝度保持蛍光体は１種を単独で用いてもよく、２種以上を併用しても良い。さら
に、２種以上の輝度保持蛍光体を併用する場合には、各輝度保持蛍光体は同一の蛍光体部
に含有されていてもよく、それぞれ別の蛍光体部に含有されていても良い。
【００１６】
　このような輝度保持蛍光体としては、例えば、以下のような赤色蛍光体、緑色蛍光体等
の蛍光体を用いることができる。
［Ｉ－１．赤色蛍光体］
　赤色蛍光体としては、例えば、Ｍ2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕ、Ｍ3ＳｉＯ5：Ｅｕ（ただし、Ｍは
１種又は２種以上のアルカリ土類金属を表す。）、αサイアロン等が挙げられる。具体的
には、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ）2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕ、（Ｓｒ，Ｃａ）2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕ、Ｓｒ2

Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕ、Ｃａ2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕ、Ｓｒ2ＢａＳｉＯ5：Ｅｕ、Ｍ'
XＳｉ12-(m+n)Ａ

ｌ(m+n)ＯnＮ16-n：Ｅｕ（ただし、Ｍ'はＣａ、Ｓｒ及び／又はＹを表し、０＜ｘ≦２、
０＜ｍ≦６、０≦ｎ≦３である。）等が挙げられる。これらの赤色蛍光体は、６１０ｎｍ
以上６８０ｎｍ以下の波長範囲に発光ピークを有する光を発する。
【００１７】
　また、輝度保持蛍光体として使用できる赤色蛍光体の他の例としては、下記一般式（１
）で表される蛍光体が挙げられる。この蛍光体は、輝度が高く、赤色域での蛍光強度が高
く、温度消光が小さいので好ましい。
　ＭaＡbＤcＥdＸe　　　　　　・・・式（１）
　上記一般式（１）において、Ｍは、Ｍｎ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ
、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、及びＹｂからなる群から選ばれる１種または２種以上の元素であっ
て、Ａは、Ｍ元素以外の２価の金属元素からなる群から選ばれる１種または２種以上の元
素を表わし、Ｄは、４価の金属元素からなる群から選ばれる１種または２種以上の元素を
表わし、Ｅは、３価の金属元素からなる群から選ばれる１種または２種以上の元素を表わ
し、Ｘは、Ｏ、Ｎ、Ｆからなる群からから選ばれる１種または２種以上の元素を表わす。
【００１８】
　また、上記一般式（１）中、ａ、ｂ、ｃ、ｄ、及びｅはそれぞれ下記範囲の数である。
　０．００００１≦ａ≦０．１
　ａ＋ｂ＝１
　０．５≦ｃ≦４
　０．５≦ｄ≦８
　０．８×（２／３＋４／３×ｃ＋ｄ）≦ｅ
　ｅ≦１．２×（２／３＋４／３×ｃ＋ｄ）
【００１９】
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　上記一般式（１）において、Ｍは、Ｍｎ、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ
、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、及びＹｂからなる群から選ばれる１種または２種以上の元素である
が、中でも、Ｍｎ、Ｃｅ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｅｒ、及びＹｂからなる群から選ば
れる１種または２種以上の元素であることが好ましく、少なくともＥｕ又はＣｅを含むも
のであることが更に好ましい。
【００２０】
　また、上記一般式（１）において、Ａは、Ｍ元素以外の２価の金属元素からなる群から
選ばれる１種または２種以上の元素であるが、中でも、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、及びＢａから
なる群から選ばれる１種または２種以上の元素であることが好ましく、Ｃａであることが
更に好ましい。
【００２１】
　さらに、上記一般式（１）において、Ｄは、４価の金属元素からなる群から選ばれる１
種または２種以上の元素であるが、中でも、Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｔｉ、Ｚｒ、及びＨｆか
らなる群から選ばれる１種または２種以上の元素であることが好ましく、Ｓｉであること
が更に好ましい。
【００２２】
　また、上記一般式（１）において、Ｅは、３価の金属元素からなる群から選ばれる１種
または２種以上の元素であるが、中でも、Ｂ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｓｃ、Ｙ、Ｌａ、Ｇｄ
、及びＬｕからなる群から選ばれる１種または２種以上の元素であることが好ましく、Ａ
ｌであることが更に好ましい。
【００２３】
　さらに、上記一般式（１）において、Ｘは、Ｏ、Ｎ、及びＦからなる群から選ばれる１
種または２種以上の元素であるが、中でも、Ｎ、またはＮとＯからなることが好ましい。
ＸがＮとＯからなる場合、蛍光体中のＯと（Ｏ＋Ｎ）の比が０＜｛（Ｏの原子数）／（Ｏ
の原子数＋Ｎの原子数）｝≦０．５であることが好ましい。この値が、この範囲を超えて
大きすぎると発光強度が低くなる可能性がある。発光強度の観点からは、この値は、０．
３以下がより好ましく、０．１以下が発光波長６４０ｎｍ～６６０ｎｍに発光ピーク波長
を持つ色純度の良い赤色蛍光体となるので、更に好ましい。また、この値を０．１～０．
３とすることにより発光ピーク波長を６００ｎｍ～６４０ｎｍに調整することができ、人
間の視感度が高い波長域に近づくために輝度の高い表示装置が得られるので、別の観点か
ら好ましい。
【００２４】
　また、上記一般式（１）において、ａは発光中心となる元素Ｍの含有量を表し、蛍光体
中のＭと（Ｍ＋Ａ）の原子数の比ａ｛ただし、ａ＝（Ｍの原子数）／（Ｍの原子数＋Ａの
原子数）｝が０．００００１以上０．１以下となるようにするのがよい。ａ値が０．００
００１より小さいと発光中心となるＭの数が少ないため発光輝度が低下する可能性がある
。ａ値が０．１より大きいとＭイオン間の干渉により濃度消光を起こして輝度が低下する
可能性がある。中でも、ＭがＥｕの場合には発光輝度が高くなる点で、ａ値が０．００２
以上０．０３以下であることが好ましい。
【００２５】
　さらに、上記一般式（１）において、ｃはＳｉなどのＤ元素の含有量であり、０．５≦
ｃ≦４で示される量である。好ましくは、０．５≦ｃ≦１．８、さらに好ましくはｃ＝１
がよい。ｃが０．５より小さい場合および４より大きい場合は、発光輝度が低下する可能
性がある。また、０．５≦ｃ≦１．８の範囲は発光輝度が高く、中でもｃ＝１が特に発光
輝度が高い。
【００２６】
　さらに、上記一般式（１）において、ｄはＡｌなどのＥ元素の含有量であり、０．５≦
ｄ≦８で示される量である。好ましくは、０．５≦ｄ≦１．８、さらに好ましくはｄ＝１
がよい。ｄ値が０．５より小さい場合および８より大きい場合は発光輝度が低下する可能
性がある。また、０．５≦ｄ≦１．８の範囲は発光輝度が高く、中でもｄ＝１が特に発光
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輝度が高い。
【００２７】
　さらに、上記一般式（１）において、ｅはＮなどのＸ元素の含有量であり、０．８×（
２／３＋４／３×ｃ＋ｄ）以上１．２×（２／３＋４／３×ｃ＋ｄ）以下で示される量で
ある。さらに好ましくは、ｅ＝３がよい。ｅの値が上記範囲外となると、発光輝度が低下
する可能性がある。
【００２８】
　以上の組成の中で、発光輝度が高く好ましい組成は、少なくとも、Ｍ元素にＥｕ又はＣ
ｅを含み、Ａ元素にＣａを含み、Ｄ元素にＳｉを含み、Ｅ元素にＡｌを含み、Ｘ元素にＮ
を含むものである。中でも、Ｍ元素がＥｕであり、Ａ元素がＣａであり、Ｄ元素がＳｉで
あり、Ｅ元素がＡｌであり、Ｘ元素がＮまたはＮとＯとの混合物の無機化合物；Ｍ元素が
Ｅｕであり、Ａ元素がＣａ及びＳｒであり、Ｄ元素がＳｉであり、Ｅ元素がＡｌであり、
Ｘ元素がＮまたはＮとＯとの混合物の無機化合物が望ましい。具体的には、ＣａＡｌＳｉ
Ｎ3：Ｅｕ、（Ｓｒ，Ｃａ）ＡｌＳｉＮ3：Ｅｕが望ましい。また、Ｍ元素がＣｅであり、
Ａ元素がＣａであり、Ｄ元素がＳｉであり、Ｅ元素がＡｌであり、Ｘ元素がＮまたはＮと
Ｏとの混合物の無機化合物；Ｍ元素がＣｅであり、Ａ元素がＣａ及びＳｒであり、Ｄ元素
がＳｉであり、Ｅ元素がＡｌであり、Ｘ元素がＮまたはＮとＯとの混合物の無機化合物も
望ましい。具体的には、ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｃｅ、（Ｓｒ，Ｃａ）ＡｌＳｉＮ3：Ｃｅが望
ましい。
　この蛍光体は、少なくとも５８０ｎｍ以下の光で励起され、特に４００ｎｍ～５５０ｎ
ｍで最も効率がよい。発光スペクトルは、５８０ｎｍ～７２０ｎｍにピークを有する。
【００２９】
　また、赤色蛍光体としては最密充填構造に近い結晶であるものが、熱安定性が良いので
好ましい。さらに赤色蛍光体に含まれる窒素原子として３配位の窒素原子を含むものが、
熱安定性が良いので好ましい。赤色蛍光体に含まれる窒素原子のうち、３配位の窒素原子
の含有量が２０％以上、好ましくは４０％以上、特に６０％以上であることが好ましい。
ここで、Ｍ2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕ（ただし、Ｍは１種又は２種以上のアルカリ土類金属を表す
。）は３配位の窒素原子の含有量が５０％であり、上記式（１）で表される蛍光体、例え
ば：（Ｃａ，Ｓｒ）ＡｌＳｉＮ3：Ｅｕは３配位の窒素原子の含有量が６６％である。
　なお、これらの蛍光体は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の組み合わ
せ及び比率で併用してもよい。
【００３０】
　上記蛍光体の粒径は、通常１５０μｍ以下、好ましくは５０μｍ以下、より好ましくは
３０μｍ以下とすることが望ましい。この範囲を上回ると、表示装置とした場合に発光色
のばらつきが大きくなると共に、蛍光体とバインダ（封止剤）とを混合した場合には蛍光
体を均一に分散させることが困難となる可能性がある。また、粒径の下限は、通常１μｍ
以上、好ましくは５μｍ以上とすることが望ましい。この範囲を下回ると、発光効率が低
下する可能性がある。また、蛍光体の粒度分布は比較的狭いものが好ましい。
【００３１】
　［ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ］
　ここで、本発明の表示装置において輝度保持蛍光体として用いられるＣａＡｌＳｉＮ3

：Ｅｕについて、さらに説明する。
　ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕは、赤色の蛍光を発する蛍光体（赤色蛍光体）の一例である。
　ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕの励起に用いることができる励起光の波長範囲は、３５０ｎｍ
以上５００ｎｍ以下である。
【００３２】
　また、ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕが発する蛍光の発光ピークの波長範囲は、５５０ｎｍ以
上７００ｎｍ以下である。
【００３３】
　さらに、ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕの内部量子効率は、室温（２５℃）で通常５０％以上
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である。ここで、内部量子効率とは次の式で表わされるものである。
【数１】

【００３４】
　また、ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕは、発光輝度の温度依存性が低い。詳しくは、温度条件
が変化しても輝度が変化しにくく、また、温度変化にさらされた後に元の温度状態に戻っ
た場合に温度変化にさらされる前と同様の輝度で光ることができる。例えば、常温から１
５０℃に加熱した場合に発光輝度の変化量が小さく、さらに、加熱後に再度常温に冷やし
た場合でも、その発光輝度は加熱前に比べて低下しない。具体的な性質を挙げると、Ｃａ
ＡｌＳｉＮ3：Ｅｕは、輝度保持蛍光体が有するべき好ましい１５０℃での輝度保持率を
備えている。したがって、ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕは、本発明の表示装置に用いて好適で
ある。
【００３５】
［Ｉ－２．緑色蛍光体］
　緑色蛍光体としては、例えば、ＭＳｉ2Ｎ2Ｏ2：Ｅｕ、Ｍ2Ｓｉ7Ｏ10Ｎ4：Ｅｕ（ただし
Ｍは１種又は２種以上のアルカリ土類金属を表す。）、βサイアロン、Ｙ3（Ａｌ，Ｇａ
）5Ｏ12等が挙げられる。具体的には、ＳｒＳｉ2Ｎ2Ｏ2：Ｅｕ、（Ｓｒ，Ｂａ）Ｓｉ2Ｎ2

Ｏ2：Ｅｕ、ＳｒＳｉ2Ｎ2Ｏ2：Ｅｕ、ＢａＳｉ2Ｎ2Ｏ2：Ｅｕ、Ｂａ2Ｓｉ7Ｏ10Ｎ2：Ｅｕ
、Ｓｉ6-zＡｌzＯzＮ8-z：Ｅｕ等を挙げることができる。これらの緑色蛍光体は、５００
ｎｍ以上５５０ｎｍ以下の波長範囲に蛍光ピークを有する光を発する。
【００３６】
　また、輝度保持蛍光体として使用できる緑色蛍光体の他の例としては、下記一般式（２
）又は（３）で表される母体結晶内に、発光中心イオンとして少なくともＣｅを含有する
蛍光体を挙げることができる。
　　　　　　　　Ｍ1

aＭ
2
bＭ

3
cＯd　　　　　　　　（２）

　ここで、Ｍ1は２価の金属元素、Ｍ2は３価の金属元素、Ｍ3は４価の金属元素をそれぞ
れ示し、ａ、ｂ、ｃ、ｄはそれぞれ下記の範囲の数である。
　　　２．７≦ａ≦３．３
　　　１．８≦ｂ≦２．２
　　　２．７≦ｃ≦３．３
　　１１．０≦ｄ≦１３．０
【００３７】
　　　　　　　　Ｍ4

eＭ
5
fＯg　　　　　　　　　　（３）

　ここで、Ｍ4は２価の金属元素、Ｍ5は３価の金属元素をそれぞれ示し、ｅ、ｆ、ｇはそ
れぞれ下記の範囲の数である。
　　　０．９≦ｅ≦１．１
　　　１．８≦ｆ≦２．２
　　　３．６≦ｇ≦４．４
【００３８】
　以下、一般式（２）についてより詳しく説明する。
　本発明で使用される好適な緑色蛍光体は、下記一般式（２）表される母体結晶内に発光
中心イオンとして少なくともＣｅを含有するものであり、式中Ｍ1は２価の金属元素、Ｍ2

は３価の金属元素、Ｍ3は４価の金属元素をそれぞれ示す。
　　　　　　　　Ｍ1

aＭ
2
bＭ

3
cＯd　　　　　　　　（２）

　前記一般式（２）におけるＭ1は２価の金属元素を表すが、発光効率等の面から、Ｍｇ
、Ｃａ、Ｚｎ、Ｓｒ、Ｃｄ、及びＢａからなる群から選択される少なくとも１種であるこ
とが好ましく、Ｍｇ、Ｃａ、及びＺｎからなる群から選択される少なくとも１種であるこ
とが更に好ましく、Ｃａが特に好ましい。この場合、Ｃａは単独系でもよく、Ｍｇとの複
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合系でもよい。Ｍ1は、基本的には、ここに例示された好ましいとされる元素から選択さ
れることが好ましいが、性能を損なわない範囲で、他の２価の金属元素を含んでいてもよ
い。
【００３９】
　また、一般式（２）におけるＭ2は３価の金属元素であるが、上記と同様に発光効率等
の面から、Ａｌ、Ｓｃ、Ｇａ、Ｙ、Ｉｎ、Ｌａ、Ｇｄ、及びＬｕからなる群から選択され
る少なくとも１種であることが好ましく、Ａｌ、Ｓｃ、Ｙ、及びＬｕからなる群から選択
される少なくとも１種であるのが更に好ましく、Ｓｃが特に好ましい。この場合、Ｓｃは
単独系でもよく、ＹまたはＬｕとの複合系でもよい。Ｍ2は、基本的には、ここに例示さ
れた好ましいとされる元素から選択されることが好ましいが、性能を損なわない範囲で、
他の３価の金属元素を含んでいてもよい。
【００４０】
　一般式（２）におけるＭ3は４価の金属元素であるが、発光効率等の面から、少なくと
もＳｉを含むことが好ましく、通常、Ｍ3で表される４価の金属元素の５０モル％以上が
Ｓｉであり、好ましくは７０モル％以上、更に好ましくは８０モル％以上、特に９０モル
％以上がＳｉであることが好ましい。Ｍ3のＳｉ以外の４価の金属元素としては、Ｔｉ、
Ｇｅ、Ｚｒ、Ｓｎ、及びＨｆからなる群から選択される少なくとも１種であることが好ま
しく、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｓｎ、及びＨｆからなる群から選択される少なくとも１種であること
がより好ましく、Ｓｎであることが特に好ましい。特に、Ｍ3がＳｉであることが好まし
い。Ｍ3は、基本的には、ここに例示された好ましいとされる元素からなることが好まし
いが、性能を損なわない範囲で、他の４価の金属元素を含んでいてもよい。
　なお、ここで、性能を損なわない範囲で含むとは、上記Ｍ1、Ｍ2及びＭ3それぞれの金
属元素に対し、他元素を、通常１０モル％以下、好ましくは５モル％以下、より好ましく
は１モル％以下で含むことをいう。
【００４１】
　上記一般式（２）において、ａ、ｂ、ｃ、ｄはそれぞれ下記の範囲の数である。
　　　　　　　２．７≦ａ≦３．３
　　　　　　　１．８≦ｂ≦２．２
　　　　　　　２．７≦ｃ≦３．３
　　　　　　１１．０≦ｄ≦１３．０
【００４２】
　本発明に好適に用いられる緑色蛍光体は、上記一般式（２）で表される母体結晶内に発
光中心イオン元素として少なくともＣｅを含有し、発光中心イオン元素が、Ｍ1、Ｍ2、Ｍ
3のいずれかの金属元素の結晶格子の位置に置換するか、或いは、結晶格子間の隙間に配
置する等により、ａ～ｄの値は上記範囲の中で変動するが、本蛍光体の結晶構造はガーネ
ット結晶構造であり、ａ＝３、ｂ＝２、ｃ＝３、ｄ＝１２の体心立方格子の結晶構造をと
るのが一般的である。
【００４３】
　また、この結晶構造の化合物母体内に含有される発光中心イオン元素としては、少なく
ともＣｅを含有し、発光特性の微調整のためにＣｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｐ
ｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、及びＹｂからなる群から選択さ
れた１種以上の２価～４価の元素を含ませることも可能である。特に、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ
、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｐｒ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、及びＹｂからなる群から選択された１種
以上の２価～４価の元素を含ませることが可能であり、２価のＭｎ、２価～３価のＥｕ、
３価のＴｂ、又は３価のＰｒを好適に含有させることができる。
【００４４】
　発光中心イオン（付活剤）としてのＣｅの添加量は適切に調節することが望ましい。Ｃ
ｅ添加量が小さすぎると発光するイオンが少なすぎて発光強度が低くなる可能性があり、
大きすぎると濃度消光が大きくなって発光強度が下がる可能性がある。発光強度の観点か
ら、Ｃｅの濃度は、上記一般式（２）で表される母体結晶１モルに対してモル比で０．０
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００１以上、０．３以下の範囲が好ましく、０．００１以上、０．１以下の範囲がより好
ましく、０．００５以上、０．０５以下の範囲が更に好ましい。
【００４５】
　なお、一般式（２）で表される母体結晶内に発光中心イオンとして少なくともＣｅを含
有する蛍光体は、通常４２０ｎｍ～４８０ｎｍの光で励起される。発光スペクトルは、５
００ｎｍ～５１０ｎｍにピークを持ち、４５０ｎｍ～６５０ｎｍの波長成分を有する。
【００４６】
　一般式（２）で表される母体結晶内に発光中心イオンとして少なくともＣｅを含有する
蛍光体の中では、特にＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ、Ｍｇを添加したＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12

：Ｃｅが好ましい。
　これらの中でも、Ｍｇを添加したものが好ましく、特にＭｇの濃度が母体結晶１モルに
対して０．００１以上、好ましくは０．０１上、また、０．５以下、好ましくは０．３以
下であるものが好ましい。このような蛍光体としては、例えば、Ｃａ2.97Ｃｅ0.03Ｓｃ1.

97Ｍｇ0.03Ｓｉ3Ｏ12、Ｃａ2.97Ｃｅ0.03Ｓｃ1.94Ｍｇ0.06Ｓｉ3Ｏ12、Ｃａ2.94Ｃｅ0.03

Ｓｃ1.94Ｍｇ0.06Ｓｉ3Ｏ12、Ｃａ2.94Ｃｅ0.06Ｓｃ1.97Ｍｇ0.03Ｓｉ3Ｏ12、Ｃａ2.94Ｃ
ｅ0.06Ｓｃ1.94Ｍｇ0.06Ｓｉ3Ｏ12、Ｃａ2.94Ｃｅ0.06Ｓｃ1.9Ｍｇ0.1Ｓｉ3Ｏ12、Ｃａ2.

9Ｃｅ0.1Ｓｃ1.97Ｍｇ0.03Ｓｉ3Ｏ12、Ｃａ2.9Ｃｅ0.1Ｓｃ1.94Ｍｇ0.06Ｓｉ3Ｏ12が挙げ
られる。
【００４７】
　次に、一般式（３）についてより詳しく説明する。
　本発明の好適な緑色蛍光体は、下記一般式（３）表される母体結晶内に発光中心イオン
として少なくともＣｅを含有するものであり、ここで、Ｍ4は２価の金属元素、Ｍ5は３価
の金属元素をそれぞれ示す。
　　　　　　　　Ｍ4

eＭ
5
fＯg　　　　　　　　　　（３）

　また、前記一般式（３）におけるＭ4は２価の金属元素であるが、発光効率等の面から
、Ｍｇ、Ｃａ、Ｚｎ、Ｓｒ、Ｃｄ、及びＢａからなる群から選択される少なくとも１種で
あることが好ましく、Ｍｇ、Ｓｒ、Ｃａ、及びＺｎからなる群から選択される少なくとも
１種であることが更に好ましく、Ｓｒ又はＣａがより好ましく、Ｃａが特に好ましい。こ
の場合、Ｃａは単独系でもよく、Ｍｇとの複合系でもよい。Ｍ4は、基本的にはここに例
示された好ましいとされる元素から選択されるのが好ましいが、性能を損なわない範囲で
、他の２価の金属元素を含んでいてもよい。
【００４８】
　また、一般式（３）におけるＭ5は３価の金属元素であるが、発光効率等の面から、Ａ
ｌ、Ｓｃ、Ｇａ、Ｙ、Ｉｎ、Ｌａ、Ｇｄ、及びＬｕからなる群から選択される少なくとも
１種であることが好ましく、Ａｌ、Ｓｃ、Ｙ、及びＬｕからなる群から選択される少なく
とも１種であることが更に好ましく、Ｓｃが特に好ましい。この場合、Ｓｃは単独系でも
よく、ＹまたはＬｕとの複合系でもよい。Ｍ5は基本的には、ここに例示された好ましい
とされる元素から選択されるのが好ましいが、性能を損なわない範囲で、他の３価の金属
元素を含んでいてもよい。
　なお、ここで、性能を損なわない範囲で含むとは、上記Ｍ4、Ｍ5それぞれの金属元素に
対し、他元素を、通常１０モル％以下、好ましくは５モル％以下、より好ましくは１モル
％以下で含むことを言う。
【００４９】
　上記一般式（３）において、ｅ、ｆ、ｇで表される元素比は、それぞれ下記の範囲の数
であることが、発光特性の面で好ましい。
　　　０．９≦ｅ≦１．１
　　　１．８≦ｆ≦２．２
　　　３．６≦ｇ≦４．４
【００５０】
　本発明に好適に用いられる緑色蛍光体は、前記一般式（３）で表される母体結晶内に発
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光中心イオン元素として少なくともＣｅを含有し、発光中心イオン元素が、Ｍ4、Ｍ5のい
ずれかの金属元素の結晶格子の位置に置換するか、或いは、結晶格子間の隙間に配置する
等により、ｅ～ｇの値は前記範囲の中で変動するが、ｅ＝１、ｆ＝２、ｇ＝４であること
が好ましい。
【００５１】
　また、この結晶構造の化合物母体内に含有される発光中心イオン元素としては、少なく
ともＣｅを含有し、発光特性の微調整のためにＣｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｐ
ｒ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、及びＹｂからなる群から選択さ
れた１種以上の２価～４価の元素を含ませることも可能であり、特に、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ
、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｐｒ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｔｂ、Ｄｙ、及びＹｂからなる群から選択された１種
以上の２価～４価の元素を含ませることが可能であり、２価のＭｎ、２価～３価のＥｕ、
３価のＴｂ、又は３価のＰｒを好適に添加できる。
【００５２】
　発光中心イオン（付活剤）としてのＣｅの添加量は適切に調節することが望ましい。Ｃ
ｅ添加量が小さすぎると発光するイオンが少なすぎて発光強度が低くなる可能性があり、
大きすぎると濃度消光が大きくなって発光強度が下がる可能性がある。発光強度の観点か
ら、Ｃｅの濃度は、上記一般式（３）で表される母体結晶１モルに対してモル比で０．０
００１以上、０．３以下の範囲が好ましく、０．００１以上、０．１以下の範囲がより好
ましく、０．００５以上、０．０５以下の範囲が更に好ましい。
【００５３】
　また、一般式（３）で表される母体結晶内に発光中心イオンとして少なくともＣｅを含
有する蛍光体の中では、特にＣｅ0.01Ｃａ0.99Ｓｃ2Ｏ4、Ｃｅ0.007Ｃａ0.993Ｓｃ2Ｏ4、
Ｃｅ0.013Ｃａ0.987Ｓｃ2Ｏ4が好ましい。Ｃａの一部をＳｒで置換したＣｅ0.01Ｃａ0.94

Ｓｒ0.05Ｓｃ2Ｏ4、Ｃｅ0.01Ｃａ0.89Ｓｒ0.1Ｓｃ2Ｏ4、Ｃｅ0.01Ｃａ0.84Ｓｒ0.15Ｓｃ2

Ｏ4も好ましい蛍光体の例である。また、Ｓｒを増加させることにより緑色の色純度を向
上させることができるので表示装置として使用する場合に好ましい。
　これらの蛍光体は、発光ピーク波長が比較的長波長であり、また輝度が高いため好まし
い。
　なお、これらの蛍光体は、１種類を単独で用いてもよく、２種類以上を任意の組み合わ
せ及び比率で併用してもよい。
【００５４】
　［Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ］
　ここで、本発明の表示装置において輝度保持蛍光体として用いられるＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3

Ｏ12：Ｃｅについて、さらに説明する。
　Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅは、緑色の蛍光を発する蛍光体（緑色蛍光体）である。
　Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅの励起に用いることができる励起光の波長範囲は、３５０
ｎｍ以上５００ｎｍ以下である。
【００５５】
　また、Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅが発する蛍光の発光ピークの波長範囲は、４７０ｎ
ｍ以上５５０ｎｍ以下である。
【００５６】
　さらに、Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅの内部量子効率は、室温（２５℃）で通常６０％
以上である。
【００５７】
　このＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅは発光輝度の温度依存性が低い。詳しくは、温度条件
が変化しても輝度が変化しにくく、また、温度変化にさらされた後に元の温度状態に戻っ
た場合に温度変化にさらされる前と同様の輝度で光ることができる。例えば、ＣａＡｌＳ
ｉＮ3：Ｅｕと同様、常温から１５０℃に加熱した場合に発光輝度の変化量が小さく、さ
らに、加熱後に再度常温に冷やした場合でも、その発光輝度は加熱前に比べて低下しない
。具体的な性質を挙げると、Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅは、輝度保持蛍光体が有するべ
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き好ましい１５０℃での輝度保持率を備えている。したがって、Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：
Ｃｅも、本発明の表示装置に用いて好適である。
【００５８】
［II．実施形態］
　以下、本発明について実施形態を示して詳細に説明するが、本発明は以下の実施形態に
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において任意に変形して実施す
ることができる。
【００５９】
　［第１実施形態］
　図１は、本発明の第１実施形態としての表示装置の要部を模式的に示す分解断面図であ
る。なお、図１に示す表示装置においては、観察者は図中右側から表示装置が表示する画
像を見るようになっているものとする。
【００６０】
　図１に示すように、本実施形態の表示装置１は、光源２と、光源２から発せられた光を
吸収して可視光を発する蛍光体を含有する蛍光体部（第１蛍光体部）３Ｒ及び蛍光体部（
第２蛍光体部）３Ｇと、光源２が発した光を前方に透過させる光透過部３Ｂと備える。
　以下、各部材について説明を行なう。
【００６１】
　［１．フレーム］
　フレーム４は、表示装置１を構成する光源２等の部材を保持する基部であり、その形状
は任意である。
　また、フレーム４の材質も任意であり、例えば、金属、合金、ガラス、カーボン等の無
機材料、合成樹脂等の有機材料など、用途に応じて適当なものを用いることができる。
【００６２】
　ただし、光源２から発せられた光を有効に活用し、表示装置１の発光効率を改善する観
点からは、光源２から発せられた光が当たるフレーム４の面は、当たった光の反射率を高
められていることが好ましい。したがって、少なくとも光が当たる面は、反射率が高い素
材により形成されていることが好ましい。具体例としては、ガラス繊維、アルミナ粉、チ
タニア粉等の高い反射率を有する物質を含んだ素材（射出整形用樹脂など）でフレーム４
の全体又はフレーム４の表面を形成することが挙げられる。
【００６３】
　また、フレーム４の表面の反射率を高める具体的な方法は任意であり、上記のようにフ
レーム４自体の材料を選択するほか、例えば、銀、白金、アルミニウム等の高反射率を有
する金属や合金でメッキ、或いは蒸着処理することにより、光の反射率を高めることもで
きる。
　なお、反射率を高める部分は、フレーム４の全体であっても一部であってもよいが、通
常は、光源２から発せられる光が当たる部分の全表面の反射率が高められていることが望
ましい。
【００６４】
　さらに、通常は、フレーム４には光源２に対して電力を供給するための電極や端子等が
設けられる。この際、電極や端子と光源２とを接続する手段は任意であり、例えば、光源
２と電極や端子とをワイヤボンディングにより結線して電力供給することができる。用い
るワイヤに制限はなく、素材や寸法などは任意である。例えば、ワイヤの素材としては金
、アルミニウム等の金属を用いることができ、また、その太さは通常２０μｍ～４０μｍ
とすることができるが、ワイヤはこれに限定されるものではない。
【００６５】
　また、光源２に電力を供給する他の方法の例としては、バンプを用いたフリップチップ
実装により光源２に電力を供給する方法が挙げられる。
　さらに、光源２に電力を供給する場合には、ハンダを用いるようにしてもよい。ハンダ
は優れた放熱性を発揮するため、放熱性が重要となる大電流タイプの発光ダイオード（以



(12) JP 4923771 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

下適宜、「ＬＥＤ」という）やレーザーダイオード（以下適宜、「ＬＤ」という）などを
光源２として用いた場合に、表示装置１の放熱性を向上させることができるためである。
ハンダの種類は任意であるが、例えば、ＡｕＳｎ、ＡｇＳｎ等を用いることができる。
【００６６】
　また、電極や端子に接続して電力の供給経路に用いる他、ハンダは、単にフレーム４に
光源２を設置するために用いるようにしても良い。
　さらに、ハンダ以外の手段によって光源２をフレーム４に取り付ける場合には、例えば
、エポキシ樹脂、イミド樹脂、アクリル樹脂等の接着剤を用いてもよい。この場合、接着
剤に銀粒子、炭素粒子等の導電性フィラーを混合させてペースト状にしたものを用いるこ
とにより、ハンダを用いる場合のように、接着剤を通電して光源２に電力供給できるよう
にすることも可能である。さらに、これらの導電性フィラーを混合させると、放熱性も向
上するため、好ましい。
【００６７】
　本実施形態においては、表面の反射率を高めた平板状のフレーム４を用い、その表面に
は、光源２に電力を供給するための端子（図示省略）が設けられているものとする。
　また、その端子には、電源（図示省略）から電力が供給されるようになっているものと
する。
【００６８】
　［２．光源］
　光源２は、蛍光体部３Ｒ，３Ｇに含有される蛍光体を励起する励起光を発するものであ
る。さらに、本実施形態においては、光源２が発する光は、光透過部３Ｂを介して表示装
置１の外部に発せられ、表示装置１の観察者が見るようにもなっている。即ち、光源２か
ら発せられた光は画素が発する光自体ともなる。
【００６９】
　光源２が発する光は、蛍光体を励起できる可視領域に発光波長を有するものであればよ
い。例えば、後述する実施形態のように、蛍光体としてＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ、及び、
Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅを用いる場合は、これらのＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ及びＣａ3

Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅを励起できる可視領域に発光波長を有するものであればよい。
　具体的には、光源２が発する光は、通常３９０ｎｍ以上、好ましくは４４０ｎｍ以上、
また、通常７００ｎｍ以下、好ましくは５００ｎｍ以下の波長範囲に発光ピークを有する
ものである。この範囲の下限を下回ると、表示装置１として、液晶光シャッターを用いた
場合に、光源２が発する光（この場合は紫外線）により液晶物質自体が破壊される可能性
があるからである。一方、上記の範囲の上限を超えると、蛍光体の発光効率が低くなり画
素の輝度の低下が起こったり色再現範囲が狭くなったりする可能性があるため、好ましく
ない。
【００７０】
　なお、光源２が発光のピークを２以上有する場合、上記の範囲内に少なくとも１つのピ
ークを有していれば良い。即ち、本実施形態の場合は、上記の波長の範囲において、Ｃａ
ＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ及びＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅの少なくともいずれか一方の蛍光体を
励起しうるピークを有していれば良いのである。
【００７１】
　光源２は、電気エネルギーによって、蛍光体部３Ｒ，３Ｇに含まれる蛍光体を光励起す
るための上記の波長範囲の光を発する素子であれば任意のものを用いることができる。光
源２の例としては、例えば、ハロゲンランプ、水銀ランプ、水素放電管、ネオンランプ、
キセノンランプ、低圧ナトリウムランプ、蛍光ランプ（冷陰極管や熱陰極管等）等のラン
プ；無機半導体ＬＥＤ等のＬＥＤや有機ＥＬ素子などのエレクトロルミネッセント光源；
などが挙げられる。中でも、通常はＬＥＤや蛍光ランプが好ましい。
【００７２】
　特に、水銀の低圧放電から発生する紫外光によって蛍光体を発光させる蛍光ランプは、
蛍光体を選ぶことにより様々な波長スペクトルが得られることから自由度が大きく、比較
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的電力消費が少なく、かつ小型であることから特に好ましい。また、蛍光ランプは、従来
使用されている冷陰極管、熱陰極管を使用することができるが、白色光を使用すると青、
緑、赤色の発光領域に他の色が混入してくるため、フィルタ等を使用して白色光の中の青
色領域のみを取り出すことが望ましい。中でも特に好ましくは、青色蛍光体のみを塗布し
た蛍光ランプを使用すれば消費電力低減に効果的である。
【００７３】
　一方、ＬＥＤとしては、最近は高輝度の青色や白色の無機半導体ＬＥＤも入手できるこ
とから、これらの光源を使用することも可能である。特に青色発光無機半導体ＬＥＤは、
選択的に本発明に好ましい波長領域での光を放出できることから好適に用いることができ
る。
【００７４】
　また、ＬＥＤや蛍光ランプ等の光源２は、アレイ状に配置することが好ましい。即ち、
光源２は、それぞれ、その上に画像を形成することができる領域を個別に指定できるよう
に、全体的に行および列状に配列されていることが好ましい。これにより、蛍光体部３Ｒ
，３Ｇ及び光透過部３Ｂをアレイ状に配置することが可能となり、表示装置１に適切にフ
ルカラー画像を形成させることが可能となる。
【００７５】
　さらに、光源２から蛍光体部３Ｒ，３Ｇや光透過部３Ｂに光を照射する場合、光を直接
に蛍光体部３Ｒ，３Ｇや光透過部３Ｂに入射させるようにしてもよく、また、反射板を設
置して一度反射させてから蛍光体部３Ｒ，３Ｇや光透過部３Ｂに入射させるようにしても
よい。なお、フレーム４として高い反射率を有するものを用いたように、光源２の背面（
観察者とは反対側）に反射板を設けるようにすれば、光源２から発せられる光の利用効率
を高めることができる。
【００７６】
　また、光源２の寸法に制限は無い。
　さらに、光源２をフレーム４に設置する際、その設置手段に制限は無く、公知の任意の
手段を用いることができる。したがって、上述したように、例えば、光源２をハンダ等を
用いてフレーム４に設置することができる。
【００７７】
　本実施形態では、光源２として青色の光を発光するＬＥＤ（発光素子）を各蛍光体部３
Ｒ，３Ｇ及び光透過部３Ｂ毎に設けていて、この光源２からの光によって、蛍光体部３Ｒ
，３Ｇ内に含まれるＣａＡｌＳｉＮ3：ＥｕやＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅなどの蛍光体を
励起するようになっている。また、光源２が発した光の一部は、光透過部３Ｂを透過し、
青色の画素の光として観察者に観られるようにもなっている。さらに、光源２への電力供
給は、相互接続回路やワイヤ等を用いて、フレーム４上の端子と光源２の電極とを電気的
に接続することにより行なわれている。ただし、各光源２に供給される電力の大きさは、
図示しない制御部により、表示しようとする画像に応じて各光源２毎に制御されているも
のとする。
【００７８】
　［３．蛍光体部並びに光透過部］
　蛍光体部３Ｒ，３Ｇは、光源２が発した励起光を吸収し、表示装置１が表示する画像を
形成するための可視光を発する蛍光体を含有する部分である。本発明においては、蛍光体
部３Ｒ，３Ｇの少なくとも一方が、蛍光体として輝度保持蛍光体（例えばＣａＡｌＳｉＮ

3：ＥｕやＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ）のうちの少なくともいずれか１種を含有するよう
にする。また、蛍光体部３Ｒ，３Ｇは画素に対応して通常１つずつ設けられ、表示装置１
の画素が発することになる光を生じるようになっている。
【００７９】
　さらに、光透過部３Ｂは、蛍光体部３Ｒ，３Ｇと同様に画素毎に設けられたもので、光
源２の光を画素の光の一部として用いるために前方へ透過させる部分である。通常、光透
過部３Ｂは、蛍光体を含有しない他は蛍光体部３Ｒ，３Ｇと同様に設けられる。
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　したがって、本実施形態では、観察者は、この蛍光体部３Ｒ，３Ｇが発する蛍光、及び
、光透過部３Ｂを介して放出される光源２が発する光を見て画像を認識するようになって
いる。
【００８０】
（ｉ．蛍光体部）
　本実施形態においては、蛍光体部３Ｒは、赤色の画素に対応して赤色の蛍光を発するよ
うに形成されたもので、輝度保持蛍光体としてＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕを含有している。
　一方、蛍光体部３Ｇは、緑色の画素に対応して緑色の蛍光を発するように形成されたも
ので、輝度保持蛍光体としてＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅを含有している。
　これらの発光輝度の温度依存性が低い蛍光体であるＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ及び／又は
Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅを含有させることにより、表示装置１自体の温度依存性を抑
制し、温度条件によって表示する画像の発色が意図した色からずれることを防止すること
も可能である。
【００８１】
　さらに、上記のＣａＡｌＳｉＮ3：ＥｕやＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ等の輝度保持蛍光
体以外の蛍光体を併用し、蛍光体部３Ｒ，３Ｇにそれらの併用する蛍光体（以下適宜、「
併用蛍光体」という）を適宜含有させても良い。
　併用蛍光体に制限は無く、本発明の効果を著しく損なわない限り任意である。併用蛍光
体の発光色は、その用途によって適切な色があるので特に限定されないが、例えばフルカ
ラーディスプレイを作製する場合には、色純度の高い青、緑、赤色発光体が好ましく用い
られる。その適切な色の表現方法については幾つかの方法があるが、簡便には発光の発光
ピーク波長やＣＩＥ色度座標などが使用される。また、光波長変換機構がモノクロ表示や
マルチカラー表示であるときは、紫、青紫、黄緑、黄色、オレンジ色に発色する蛍光体を
含むことが好ましい。なお、併用蛍光体を併用し、蛍光体を２つ以上混合して蛍光体部３
Ｒ，３Ｇに用いるようにすれば、色純度の高い発光を行なったり中間色や白色の発光を行
なったりすることが可能となる。
【００８２】
　併用蛍光体の発光の発光ピーク波長に関して言えば、例えば、赤色の蛍光を発する併用
蛍光体が発する蛍光の具体的な波長の範囲を例示すると、発光ピーク波長が、通常３７０
ｎｍ以上、好ましくは３８０ｎｍ以上、また、通常５００ｎｍ以下、好ましくは４８０ｎ
ｍ以下が望ましい。
　また、例えば、緑色の蛍光を発する併用蛍光体が発する蛍光の具体的な波長の範囲を例
示すると、発光ピーク波長が、通常４９０ｎｍ以上、好ましくは５００ｎｍ以上、また、
通常５７０ｎｍ以下、好ましくは５５０ｎｍ以下が望ましい。
　さらに、例えば、青色の蛍光を発する併用蛍光体が発する蛍光の具体的な波長の範囲を
例示すると、発光ピーク波長が、通常４２０ｎｍ以上、好ましくは４４０ｎｍ以上、また
、通常４８０ｎｍ以下、好ましくは４７０ｎｍ以下が望ましい。
【００８３】
　また、併用蛍光体の組成には特に制限はないが、結晶母体であるＹ2Ｏ3、Ｚｎ2ＳｉＯ4

等に代表される金属酸化物、Ｃａ5（ＰＯ4）3Ｃｌ等に代表されるリン酸塩及びＺｎＳ、
ＳｒＳ、ＣａＳ等に代表される硫化物に、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｕ、Ｇｄ、
Ｔｂ、Ｄｙ、Ｈｏ、Ｅｒ、Ｔｍ、Ｙｂ等の希土類金属のイオンやＡｇ、Ａｌ、Ｍｎ、Ｓｂ
等の金属のイオンを賦活剤または共賦活剤として組み合わせたものが好ましい。
【００８４】
　結晶母体の好ましい例としては、例えば、ＺｎＳ、Ｙ2Ｏ2Ｓ、（Ｙ，Ｇｄ）3Ａｌ5Ｏ12

、ＹＡｌＯ3、ＢａＡｌ2Ｓｉ2Ｏ8、Ｙ3Ａｌ5Ｏ12、Ｙ2ＳｉＯ5、Ｚｎ2ＳｉＯ4、Ｙ2Ｏ3、
ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17、ＢａＡｌ12Ｏ19、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｍｇ）Ｏ・αＡｌ2Ｏ3、（Ｙ，Ｇ
ｄ）ＢＯ3、Ｙ2Ｏ3、（Ｚｎ，Ｃｄ）Ｓ、ＳｒＧａ2Ｓ4、ＳｒＳ、ＳｎＯ2、Ｃａ10（ＰＯ

4）6（Ｆ，Ｃｌ）2、（Ｂａ，Ｓｒ）（Ｍｇ，Ｍｎ）Ａｌ10Ｏ17、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，
Ｍｇ）10（ＰＯ4）6Ｃｌ2、（Ｌａ，Ｃｅ）ＰＯ4、ＣｅＭｇＡｌ11Ｏ19、ＧｄＭｇＢ5Ｏ1
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0、Ｓｒ2Ｐ2Ｏ7、Ｓｒ4Ａｌ14Ｏ25、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）（Ｍｇ，Ｚｎ，Ｍｎ）Ａｌ10

Ｏ17などを挙げることができる。
【００８５】
　ただし、上記の結晶母体及び賦活剤または共賦活剤は、元素組成には特に制限はなく、
同族の元素と一部置き換えることもでき、得られた蛍光体は光源２からの光を吸収して可
視光を発するものが好ましい。以下、使用できる併用蛍光体の例を挙げる。ただし、本実
施形態の表示装置１に使用される蛍光体は以下に例示したものに限定されるものではない
。
【００８６】
・赤色の併用蛍光体：
　本実施形態において使用できる赤色発光が可能な併用赤色蛍光体としては、例えば、赤
色破断面を有する破断粒子から構成され、赤色領域の発光を行なう（Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，
Ｂａ）2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕで表わされるユウロピウム賦活アルカリ土類シリコンナイトライ
ド系蛍光体、規則的な結晶成長形状としてほぼ球形状を有する成長粒子から構成され、赤
色領域の発光を行なう（Ｙ，Ｌａ，Ｇｄ，Ｌｕ）2Ｏ2Ｓ：Ｅｕで表わされるユウロピウム
賦活希土類オキシカルコゲナイト系蛍光体等が挙げられる。
【００８７】
　さらに、特開２００４－３００２４７号公報に記載された、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｎｂ、
Ｔａ、Ｗ、及びＭｏよりなる群から選ばれる少なくも１種の元素を含有する酸窒化物及び
／又は酸硫化物を含有する蛍光体であって、Ａｌ元素の一部又は全てがＧａ元素で置換さ
れたアルファサイアロン構造をもつ酸窒化物を含有する蛍光体も、本実施形態において併
用蛍光体として用いることができる。なお、これらは酸窒化物及び／又は酸硫化物を含有
する蛍光体である。
【００８８】
　また、そのほか、赤色の併用蛍光体としては、例えば、Ｙ2Ｏ2Ｓ：Ｅｕ3+、（ＢａＭｇ
）2ＳｉＯ4：Ｅｕ3+、（ＢａＣａＭｇ）5（ＰＯ4）3Ｃｌ：Ｅｕ3+、ＹＶＯ4：Ｅｕ3+、Ｃ
ａＳ：Ｅｕ3+、ＹＡｌＯ3：Ｅｕ3+、Ｃａ2Ｙ8（ＳｉＯ4）6Ｏ2：Ｅｕ3+、ＬｉＹ9（Ｓｉ
Ｏ4）6　Ｏ2：Ｅｕ3+、（Ｙ，Ｇｄ）3Ａｌ5Ｏ12：Ｃｅ3+、（Ｃａ，Ｓｒ）2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅ
ｕ、ＣａＳｉＮ2：Ｅｕ、（Ｓｒ，Ｃａ，Ｂａ，Ｍｇ）10（ＰＯ4）6Ｃｌ2：Ｅｕ，Ｍｎ、
（Ｂａ3Ｍｇ）Ｓｉ2Ｏ8：Ｅｕ，Ｍｎなどを用いることも可能である。
【００８９】
・緑色の併用蛍光体：
　本実施形態において使用できる緑色発光が可能な併用蛍光体として、例えば、破断面を
有する破断粒子から構成され、緑色領域の発光を行なう（Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）Ｓｉ

2Ｏ2Ｎ2：Ｅｕで表わされるユウロピウム賦活アルカリ土類シリコンオキシナイトライド
系蛍光体、破断面を有する破断粒子から構成され、緑色領域の発光を行なう（Ｂａ，Ｃａ
，Ｓｒ）2ＳｉＯ4：Ｅｕで表わされるユウロピウム賦活アルカリ土類マグネシウムシリケ
ート系蛍光体等が挙げられる。
【００９０】
　また、そのほか、緑色の併用蛍光体としては、例えば、ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17：Ｅｕ2+，
Ｍｎ2+、Ｓｒ4Ａｌ14Ｏ25：Ｅｕ2+、（ＳｒＢａ）Ａｌ2Ｓｉ2Ｏ8：Ｅｕ2+、（ＢａＭｇ）

2ＳｉＯ4：Ｅｕ2+、Ｙ2ＳｉＯ5：Ｃｅ3+，Ｔｂ3+、Ｓｒ2Ｐ2Ｏ7－Ｓｒ2Ｂ2Ｏ5：Ｅｕ2+、
（ＢａＣａＭｇ）10（ＰＯ4）6Ｃｌ：Ｅｕ2+、Ｓｒ2Ｓｉ3Ｏ8－２ＳｒＣｌ2：Ｅｕ2+、Ｚ
ｒ2ＳｉＯ4，ＭｇＡｌ11Ｏ19：Ｃｅ3+，Ｔｂ3+、Ｂａ2ＳｉＯ4：Ｅｕ2+、Ｃａ2Ｙ8（Ｓｉ
Ｏ4）6　Ｏ2：Ｔｂ3+、Ｙ3Ａｌ5Ｏ12：Ｔｂ3+、Ｌａ3Ｇａ5ＳｉＯ14：Ｔｂ3+、ＳｒＧａ2

Ｓ4：Ｅｕ2+，Ｔｂ3+，Ｓｍ2+、Ｙ3（Ａｌ，Ｇａ）5Ｏ12：Ｃｅ、ＳｒＳｉ2Ｏ2Ｎ2：Ｅｕ
、ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17：Ｅｕ，Ｍｎ、ＳｒＡｌ2Ｏ4：Ｅｕなどを用いることも可能である
。
【００９１】
　なお、上記の併用蛍光体は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を任意の組み合わせ
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及び比率で併用しても良い。
　ただし、本発明の効果を確実に得る観点では、併用蛍光体を用いる場合であっても蛍光
体全体の使用量に対する輝度保持蛍光体の割合は大きいほど好ましく、全ての蛍光体を輝
度保持蛍光体とすることがより好ましい。
【００９２】
　さらに、蛍光体部３Ｒ，３Ｇには、外部環境からの外力や水分などから蛍光体を保護す
るため、通常、バインダーを用いる。具体的には、バインダー中に蛍光体を分散させた成
形体により、蛍光体部３Ｒ，３Ｇを構成する。
　本実施形態において使用するバインダーに制限は無く、本発明の効果を著しく損なわな
い範囲で任意のものを用いることができるが、通常は、蛍光や励起光を適切に透過させる
べく、無色透明の材料を用いることが好ましい。
　また、バインダーは１種を単独で用いても良く、２種以上を任意の組み合わせ及び比率
で併用しても良い。
【００９３】
　ただし、通常は、非芳香族エポキシ樹脂又はシリコーン系材料を用いることが好ましい
。非芳香族エポキシ樹脂又はシリコーン系材料は、高耐光性及び透明性に優れているため
である。なかでも、非芳香族エポキシ樹脂としては、無機塩素含有量を１ｐｐｍ以下、有
機塩素含有量を５ｐｐｍ以下とすることができる非芳香族エポキシ樹脂が好ましい。特に
、蒸留生成され塩素成分を全く含有しないものがより好ましい。なお、本実施形態におい
ては、ｐｐｍは重量に基づく割合を示す。また、シリコーン系材料は、高耐熱性にも優れ
るのでより好ましい。
【００９４】
　好ましい非芳香族エポキシ樹脂の具体例を挙げると、３，４エポキシシクロヘキシルメ
チル－３′，４′エポキシシクロヘキシルカルボキシレートに代表される脂環式エポキシ
樹脂；脂環式エポキシ樹脂を主体にヘキサヒドロフタル酸ジグリシジルエステル、水素化
ビスフェノールＡジグリシジルエーテルなどのシクロヘキサン誘導体とエピクロルヒドリ
ンよりなるエポキシ樹脂；ビスフェノールＡジグリシジエーテルよりなる液状又は固形の
エポキシ樹脂；トリグリシジルイソシアヌレート等の含窒素エポキシ樹脂などが挙げられ
る。
【００９５】
　また、バインダーとして非芳香族エポキシ樹脂を用いる場合、下記の硬化剤、助触媒、
硬化促進剤を適宜混合させることができる。
　硬化剤は、非芳香族エポキシ樹脂を硬化させるものである。硬化剤としては、例えば、
酸無水物が好ましいものとして挙げられる。酸無水物の中でも、バインダー中の物質には
耐光性が要求されるため、非芳香族かつ炭素二重結合を化学的に有しない多塩基酸カルボ
ン酸無水物が好ましい。具体的には、ヘキサヒドロ無水フタル酸、メチルヘキサヒドロ無
水フタル酸、トリアルキルテトラヒドロ無水フタル酸、水素化メチルナジック酸無水物な
どが挙げられる。中でも、硬化反応性と耐湿性とのバランスの良いため、メチルヘキサヒ
ドロ無水フタル酸が好ましい。
【００９６】
　なお、硬化剤は、１種を単独で用いても良く、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で
併用しても良い。
　また、硬化剤の使用量に制限は無いが、非芳香族エポキシ樹脂１００重量部に対し、通
常５０重量部以上、好ましくは８０重量部以上、また、通常１５０重量部以下、好ましく
は１３０重量部以下用いるようにすることが望ましい。
【００９７】
　さらに、助触媒は、非芳香族エポキシ樹脂の硬化物（蛍光体部３Ｒ，３Ｇや光透過部３
Ｂを含む。以下同様）に可撓性を付与し、剥離接着力を向上させるものである。助触媒の
中でも、アルコール・ポリオール類は、硬化促進剤の相溶化剤としても機能することがで
き、好ましい。アルコール・ポリオール類の中でも、バインダー中の物質には耐光性が要
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求されるため、非芳香族かつ炭素二重結合を化学構造的に有しない炭素数２～１２の直鎖
型、分岐型、脂環型、エーテル基含有型のいずれかからなるアルコール・ポリオール類が
好適に用いられる。具体的には、プロパノール、イソプロパノール、メチルシクロヘキサ
ノール、エチレングリコール、グリセリン、トリメチロールプロパン、エチレングリコー
ルモノメチルエーテルなどが挙げられる。中でも、エチレングリコール等の低分子量ジオ
ールが好ましい。
【００９８】
　なお、助触媒は、１種を単独で用いても良く、２種以上を任意の組み合わせ及び比率で
併用しても良い。
　また、アルコール・ポリオール類は、上記のように硬化促進剤の相溶化剤としても機能
するため、硬化促進剤の化学構造と配合量に影響を受ける。
　さらに、助触媒の使用量に制限は無いが、非芳香族エポキシ樹脂１００重量部に対し、
通常１重量部以上、好ましくは５重量部以上、また、通常３０重量部以下、好ましくは１
５重量部以下が望ましい。
【００９９】
　また、硬化促進剤は、非芳香族エポキシ樹脂の硬化を促進するものである。硬化促進材
としては、例えば、
〔１〕第三級アミン類若しくはイミダゾール類及び／又はそれらの有機カルボン酸塩、
〔２〕ホスフィン類及び／又はそれらの第四級塩、
〔３〕有機カルボン酸金属塩、
〔４〕金属－有機キレート化合物、
〔５〕芳香族スルホニウム塩
などが挙げられる。
　なお、硬化促進剤は、１種を単独で用いても良く、２種以上を任意の組み合わせ及び比
率で併用しても良い。
【０１００】
　以下、硬化促進剤として例示したものについて、それぞれ説明する。
　〔１〕第三級アミン類若しくはイミダゾール類及び／又はそれらの有機カルボン酸塩：
　第三級アミン類若しくはイミダゾール類及び／又はそれらの有機カルボン酸塩としては
、例えば、２，４，６－トリス（ジアミノメチル）フェノール、２－エチル－４－メチル
イミダゾール、１，８－ジアザビスシクロ（５，４，０）ウンデセン－７（以下適宜、「
ＤＢＵ」という）とそのオクチル酸塩などが挙げられる。中でも、非芳香族エポキシ樹脂
の硬化物の透光性を高めることができるため、ＤＢＵオクチル酸塩が好ましい。
【０１０１】
　なお、硬化促進剤として第三級アミン類若しくはイミダゾール類及び／又はそれらの有
機カルボン酸塩を用いる場合、硬化促進剤の使用量に制限は無いが、表示装置１の耐湿特
性の観点から、非芳香族エポキシ樹脂１００重量部に対して、通常０．０１重量部以上、
好ましくは０．１重量部以上、また、通常１重量部以下、好ましくは０．５重量部以下と
することが望ましい。
【０１０２】
　〔２〕ホスフィン類及び／又はそれらの第四級塩：
　ホスフィン類とその第四級塩としては、例えば、トリフェニルホスフィン、トリブチル
ホスフィン、ベンジルトリフェニルホスホニウム臭素塩、ベンジルトリブチルホスホニウ
ム臭素塩などが挙げられる。中でも、非芳香族エポキシ樹脂の硬化物の透光性を高めるこ
とができるため、ベンジルトリフェニルホスホニウム臭素塩が好ましい。
【０１０３】
　なお、硬化促進剤としてホスフィン類及び／又はそれらの第四級塩を用いる場合、硬化
促進剤の使用量に制限は無いが、表示装置１の耐湿特性の観点から、非芳香族エポキシ樹
脂１００重量部に対して、通常０．０１重量部以上、好ましくは０．１重量部以上、また
、通常１重量部以下、好ましくは０．５重量部以下とすることが望ましい。
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【０１０４】
　〔３〕有機カルボン酸金属塩：
　有機カルボン酸金属塩としては、例えば、耐光性に劣る炭素二重結合を有さないオクチ
ル酸亜鉛、ラウリン酸亜鉛、ステアリン酸亜鉛、オクチル酸錫などが挙げられる。また、
有機カルボン酸金属塩は、有機カルボン酸成分の炭素数増加と比例して、非芳香族エポキ
シ樹脂への溶解性が低下する。しかし、オクチル酸亜鉛は、配合量に最も幅を有しており
、更に、液状であるため、分散溶解に時間を要さない。したがって、硬化性の観点から、
有機カルボン酸金属塩の中でも、オクチル酸亜鉛が特に好ましい。
【０１０５】
　なお、硬化促進剤として有機カルボン酸金属塩を用いる場合、硬化促進剤の使用量に制
限は無いが、非芳香族エポキシ樹脂の硬化物の透光性を高める観点からは、非芳香族エポ
キシ樹脂１００重量部に対して、通常１重量部以上、また、通常１０重量部以下、好まし
くは５重量部以下とすることが望ましい。
【０１０６】
　〔４〕金属－有機キレート化合物：
　金属－有機キレート化合物としては、透明性に影響のない亜鉛とβ－ジケトンとよりな
るアセチルアセトン亜鉛キレート、ベンゾイルアセトン亜鉛キレート、ジベンゾイルメタ
ン亜鉛キレート、アセト酢酸エチル亜鉛キレートなどが挙げられる。中でも、亜鉛キレー
ト化合物を用いた場合には、優れた耐光性・耐熱性を非芳香族エポキシ樹脂に付与するこ
とができる。また、亜鉛キレート化合物は、非芳香族エポキシ樹脂への選択的かつ穏やか
な硬化促進作用を有するため、脂環式エポキシ樹脂のような低分子量モノマーを主体とし
ても低応力接着が可能となる。
【０１０７】
　さらに、亜鉛キレート化合物の中でも、扱い易さなどから、アセチルアセトンをキレー
ト成分としたビス（アセチルアセトナト）アクア亜鉛（２）［Ｚｎ（Ｃ5Ｈ7Ｏ2）2（Ｈ2

Ｏ）］が好ましい。
　なお、硬化促進剤として金属－有機キレート化合物を用いる場合、硬化促進剤の使用量
に制限は無いが、非芳香族エポキシ樹脂への溶解性の観点からは、非芳香族エポキシ樹脂
１００重量部に対して、通常１重量部以上、また、通常１０重量部以下、好ましくは５重
量部以下とすることが望ましい。
【０１０８】
　〔５〕芳香族スルホニウム塩：
　芳香族スルホニウム塩は、通常、非芳香族エポキシ樹脂中に硬化剤である酸無水物を含
まない非芳香族エポキシ樹脂単独組成で使用される。
　また、芳香族スルホニウム塩を用いた場合には、熱及び／又は３６０ｎｍ以下の紫外光
により分解し、カチオンを発生して、非芳香族エポキシ樹脂カチオン重合硬化物を得るこ
とができる。この得られた硬化物はエーテル架橋されており、硬化剤で硬化したものより
も物理的、化学的により安定である。
【０１０９】
　芳香族スルホニウム塩としては、例えば、トリフェニルスルホニウム六フッ化アンチモ
ン塩、トリフェニルスルホニウム六フッ化りん塩などが挙げられる。中でも、トリフェニ
ルスルホニウム六フッ化アンチモン塩は硬化速度が速く少量配合でも十分硬化することか
ら好ましい。
【０１１０】
　なお、硬化促進剤として芳香族スルホニウム塩を用いる場合、硬化促進剤の使用量に制
限は無いが、連鎖重合発熱による非芳香族エポキシ樹脂の硬化物の変色を防止する観点か
らは、非芳香族エポキシ樹脂１００重量部に対して、通常０．０１重量部以上、好ましく
は０．０５重量部以上、また、通常０．５重量部以下、好ましくは０．３重量部以下とす
ることが望ましい。
【０１１１】
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　一方、本発明におけるシリコーン系材料としては、シリコーン樹脂等を用いることがで
きる。中でも、透明性、耐光性、耐熱性に優れることから、以下の特徴（１）～（３）を
有するシリコーン系材料（以下適宜、「本発明のシリコーン材料」という）が好ましい。
（１）固体Ｓｉ－ＮＭＲスペクトルにおいて、
　（ｉ）ピークトップの位置がケミカルシフト－４０ｐｐｍ以上０ｐｐｍ以下の領域にあ
り、ピークの半値幅が０．３ｐｐｍ以上、３．０ｐｐｍ以下であるピーク、及び、
　（ii）ピークトップの位置がケミカルシフト－８０ｐｐｍ以上－４０ｐｐｍ未満の領域
にあり、ピークの半値幅が０．３ｐｐｍ以上５．０ｐｐｍ以下であるピーク
からなる群より選ばれるピークを、少なくとも１つ有する。
（２）ケイ素含有率が２０重量％以上である。
（３）シラノール含有率が、０．１重量％以上１０重量％以下である。
　以下、これらの特徴（１）～（３）について説明する。
【０１１２】
　〔固体Ｓｉ－ＮＭＲスペクトル〕
　ケイ素を主成分とする化合物は、ＳｉＯ2・ｎＨ2Ｏの示性式で表されるが、構造的には
、ケイ素原子Ｓｉの四面体の各頂点に酸素原子Ｏが結合され、これらの酸素原子Ｏに更に
ケイ素原子Ｓｉが結合してネット状に広がった構造を有する。そして、以下に示す模式図
は、上記の四面体構造を無視し、Ｓｉ－Ｏのネット構造を表わしたものであるが、Ｓｉ－
Ｏ－Ｓｉ－Ｏ－の繰り返し単位において、酸素原子Ｏの一部が他の成員（例えば－Ｈ、－
ＣＨ3など）で置換されているものもあり、一つのケイ素原子Ｓｉに注目した場合、模式
図の（Ａ）に示す様に４個の－ＯＳｉを有するケイ素原子Ｓｉ（Ｑ4）、模式図の（Ｂ）
に示す様に３個の－ＯＳｉを有するケイ素原子Ｓｉ（Ｑ3）等が存在する。そして、固体
Ｓｉ－ＮＭＲ測定において、上記の各ケイ素原子Ｓｉに基づくピークは、順次に、Ｑ4ピ
ーク、Ｑ3ピーク、・・・と呼ばれる。
【０１１３】
【化１】

【０１１４】
　これら酸素原子が４つ結合したケイ素原子は、一般にＱサイトと総称される。本発明に
おいてはＱサイトに由来するＱ0～Ｑ4の各ピークをＱnピーク群と呼ぶこととする。有機
置換基を含まないシリカ膜のＱnピーク群は、通常ケミカルシフト－８０～－１３０ｐｐ
ｍの領域に連続した多峰性のピークとして観測される。
【０１１５】
　これに対し、酸素原子が３つ結合し、それ以外の原子（通常は炭素である。）が１つ結
合しているケイ素原子は、一般にＴサイトと総称される。Ｔサイトに由来するピークはＱ
サイトの場合と同様に、Ｔ0～Ｔ3の各ピークとして観測される。本発明においてはＴサイ
トに由来する各ピークをＴnピーク群と呼ぶこととする。Ｔnピーク群は一般にＱnピーク



(20) JP 4923771 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

群より高磁場側（通常ケミカルシフト－８０～－４０ｐｐｍ）の領域に連続した多峰性の
ピークとして観測される。
【０１１６】
　更に、酸素原子が２つ結合するとともに、それ以外の原子（通常は炭素である）が２つ
結合しているケイ素原子は、一般にＤサイトと総称される。Ｄサイトに由来するピークも
、ＱサイトやＴサイトに由来するピーク群と同様に、Ｄ0～Ｄnの各ピーク（Ｄnピーク群
）として観測され、ＱnやＴnのピーク群より更に、高磁場側の領域（通常ケミカルシフト
０～－４０ｐｐｍの領域）に、多峰性のピークとして観測される。これらのＤn、Ｔn、Ｑ
nの各ピーク群の面積の比は、各ピーク群に対応する環境におかれたケイ素原子のモル比
と夫々等しいので、全ピークの面積を全ケイ素原子のモル量とすれば、Ｄnピーク群及び
Ｔnピーク群の合計面積は通常これに対する炭素原子と直接結合した全ケイ素のモル量と
対応することになる。
【０１１７】
　本発明のシリコーン系材料の固体Ｓｉ－ＮＭＲスペクトルを測定すると、有機基の炭素
原子が直接結合したケイ素原子に由来するＤnピーク群及びＴnピーク群と、有機基の炭素
原子と結合していないケイ素原子に由来するＱnピーク群とが、各々異なる領域に出現す
る。これらのピークのうち－８０ｐｐｍ未満のピークは前述の通りＱnピークに該当し、
－８０ｐｐｍ以上のピークはＤn、Ｔnピークに該当する。本発明のシリコーン系材料にお
いてはＱnピークは必須ではないが、Ｄn、Ｔnピーク領域に少なくとも１本、好ましくは
複数本のピークが観測される（特徴（１））。
【０１１８】
　なお、シリコーン系材料のケミカルシフトの値は、例えば以下の方法を用いて固体Ｓｉ
－ＮＭＲ測定を行ない、その結果に基づいて算出することができる。また、測定データの
解析（半値幅やシラノール量解析）は、例えばガウス関数やローレンツ関数を使用した波
形分離解析等により、各ピークを分割して抽出する方法で行なう。
【０１１９】
　〔固体Ｓｉ－ＮＭＲスペクトル測定及びシラノール含有率の算出〕
　シリコーン系材料について固体Ｓｉ－ＮＭＲスペクトルを行なう場合、以下の条件で固
体Ｓｉ－ＮＭＲスペクトル測定及び波形分離解析を行なう。また、得られた波形データよ
り、シリコーン系材料について、各々のピークの半値幅を求める。また、全ピーク面積に
対するシラノール由来のピーク面積の比率より、全ケイ素原子中のシラノールとなってい
るケイ素原子の比率（％）を求め、別に分析したケイ素含有率と比較することによりシラ
ノール含有率を求める。
【０１２０】
　　＜装置条件＞
　装置：Ｃｈｅｍａｇｎｅｔｉｃｓ社　Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　ＣＭＸ－４００　核磁気共鳴
分光装置
　29Ｓｉ共鳴周波数：７９．４３６ＭＨｚ
　プローブ：７．５ｍｍφＣＰ／ＭＡＳ用プローブ
　測定温度：室温
　試料回転数：４ｋＨｚ
　測定法：シングルパルス法
　1Ｈデカップリング周波数：５０ｋＨｚ
　29Ｓｉフリップ角：９０゜
　29Ｓｉ９０゜パルス幅：５．０μｓ
　くり返し時間：６００ｓ
　積算回数：１２８回
　観測幅：３０ｋＨｚ
　ブロードニングファクター：２０Ｈｚ
【０１２１】
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　　＜データ処理法＞
　シリコーン系材料については、５１２ポイントを測定データとして取り込み、８１９２
ポイントにゼロフィリングしてフーリエ変換する。
【０１２２】
　　＜波形分離解析法＞
　フーリエ変換後のスペクトルの各ピークについてローレンツ波形及びガウス波形或いは
両者の混合により作成したピーク形状の中心位置、高さ、半値幅を可変パラメータとして
、非線形最小二乗法により最適化計算を行なう。
【０１２３】
　なお、ピークの同定は、ＡＩＣｈＥ　Ｊｏｕｒｎａｌ，４４（５），ｐ．１１４１，１
９９８年等を参考にする。
【０１２４】
　〔ケイ素含有率〕
　本発明のシリコーン系材料は、ケイ素含有率が２０重量％以上である（特徴（２））。
従来のシリコーン系材料の基本骨格は炭素－炭素及び炭素－酸素結合を基本骨格としたエ
ポキシ樹脂等の有機樹脂であるが、これに対し本発明のシリコーン系材料の基本骨格はガ
ラス（ケイ酸塩ガラス）などと同じ無機質のシロキサン結合である。このシロキサン結合
は、下記表１の化学結合の比較表からも明らかなように、シリコーン系材料として優れた
以下の特徴がある。
【０１２５】
（Ｉ）結合エネルギーが大きく、熱分解・光分解しにくいため、耐光性が良好である。
（II）電気的に若干分極している。
（III）鎖状構造の自由度は大きく、フレキシブル性に富む構造が可能であり、シロキサ
ン鎖中心に自由回転可能である。
（IV）酸化度が大きく、これ以上酸化されない。
（Ｖ）電気絶縁性に富む。
【０１２６】
【表１】

【０１２７】
　これらの特徴から、シロキサン結合が３次元的に、しかも高架橋度で結合した骨格で形
成されるシリコーン系材料は、ガラス或いは岩石などの無機質に近く、耐熱性・耐光性に
富む保護皮膜となることが理解できる。特にメチル基を置換基とするシリコーン系材料は
、紫外領域に吸収を持たないため光分解が起こりにくく、耐光性に優れる。
【０１２８】
　本発明のシリコーン系材料のケイ素含有率は、上述の様に２０重量％以上であるが、中
でも２５重量％以上が好ましく、３０重量％以上がより好ましい。一方、上限としては、
ＳｉＯ2のみからなるガラスのケイ素含有率が４７重量％であるという理由から、通常４
７重量％以下の範囲である。
【０１２９】
　なお、シリコーン系材料のケイ素含有率は、例えば以下の方法を用いて誘導結合高周波
プラズマ分光（inductively coupled plasma spectrometry：以下適宜「ＩＣＰ」と略す
る。）分析を行ない、その結果に基づいて算出することができる。
【０１３０】
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〔ケイ素含有率の測定〕
　シリコーン系材料の単独硬化物を１００μｍ程度に粉砕し、白金るつぼ中にて大気中、
４５０℃で１時間、ついで７５０℃で１時間、９５０℃で１．５時間保持して焼成し、炭
素成分を除去した後、得られた残渣少量に１０倍量以上の炭酸ナトリウムを加えてバーナ
ー加熱し溶融させ、これを冷却して脱塩水を加え、更に塩酸にてｐＨを中性程度に調整し
つつケイ素として数ｐｐｍ程度になるよう定容し、ＩＣＰ分析を行なう。
【０１３１】
　〔シラノール含有率〕
　本発明のシリコーン系材料は、シラノール含有率が、通常０．１重量％以上、好ましく
は０．３重量％以上、また、通常１０重量％以下、好ましくは８重量％以下、更に好まし
くは５重量％以下の範囲である（特徴（３））。
【０１３２】
　通常、アルコキシシランを原料としてゾルゲル法により得られるガラス体は、１５０℃
、３時間程度の温和な硬化条件では完全に重合して酸化物になることは無く、一定量のシ
ラノールが残存する。テトラアルコキシシランのみより得られるガラス体は高硬度・高耐
光性であるが、架橋度が高いため分子鎖の自由度が小さく、完全な縮合が起こらないため
残存シラノールの量が多い。また、加水分解・縮合液を乾燥硬化する際には、架橋点が多
いため増粘が早く、乾燥と硬化が同時に進むため大きな歪みを持ったバルク体となる。こ
のような部材は、長期使用時には残存シラノールの縮合による新たな内部応力が発生し、
クラックや剥離などの不具合を生じやすい。また、部材の破断面にはシラノールがより多
く、透湿性は少ないものの表面吸湿性が高く水分の浸入を招きやすい。
【０１３３】
　一方、本発明のシリコーン系材料は、シラノール含有率が低いため経時変化が少なく、
長期の性能安定性に優れ、吸湿・透湿性何れも低い優れた性能を有する。但し、シラノー
ルが全く含まれない部材は密着性に劣るため、シラノール含有率に上記のごとく最適な範
囲が存在する。
【０１３４】
　なお、シリコーン系材料のシラノール含有率は、例えば〔固体Ｓｉ－ＮＭＲスペクトル
〕の〔固体Ｓｉ－ＮＭＲスペクトル測定及びシラノール含有率の算出〕において説明した
方法を用いて固体Ｓｉ－ＮＭＲスペクトル測定を行ない、全ピーク面積に対するシラノー
ル由来のピーク面積の比率より、全ケイ素原子中のシラノールとなっているケイ素原子の
比率（％）を求め、別に分析したケイ素含有率と比較することにより算出することができ
る。
【０１３５】
　〔本発明のシリコーン系材料が優れている理由〕
　本発明のシリコーン系材料は、上述の（１）～（３）の特徴を備えることにより、厚膜
部分でもクラックを生じず緻密に硬化し、ケースとの密着性・チップの封止特性に優れ、
硬化後の光・熱に対する耐久性に優れる硬化物を得ることができる。この理由は定かでは
ないが、次のように推測される。
【０１３６】
　無機ガラスからなるシリコーン系材料を得る方法としては、低融点ガラスを溶融して封
止する溶融法と、比較的低温にてアルコキシシランなどを加水分解・重縮合した液を塗布
し、乾燥硬化させるゾルゲル法がある。このうち溶融法から得られる部材は主としてＱn

ピークのみが観測されるが、溶融に少なくとも３５０℃以上の高温を要するため現実的な
方法ではない。
【０１３７】
　一方、ゾルゲル法において４官能のシラン化合物から得られる加水分解・重縮合生成物
は、完全無機のガラスとなり耐熱・耐候性に極めて優れたものであるが、硬化反応はシラ
ノールの縮合（脱水・脱アルコール）反応により架橋が進行するので、脱水が起こる分重
量減少、体積収縮を伴うことがある。そのため、Ｑnピークを持つ４官能のシランのみで
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原料を構成すると、硬化収縮の程度が大きくなりすぎ、被膜にクラックが発生しやすくな
り、厚膜化することができなくなることがある。このような系では、骨材として無機粒子
を添加したり、重ね塗りにより膜厚増が試みられているが、通常は１０μｍ程度が限界膜
厚となる。シリコーン系材料としてゾルゲルガラスを用いる場合、複雑な形状の配線部分
上にモールドすることが望まれるため、５００～１０００μｍの膜厚を確保したいという
課題があった。また、前記したように、残留シラノールを十分に減少させ、完全無機のガ
ラスを得るためには４００℃以上の高温での加熱を要するため現実的でなかった。
【０１３８】
　これに対し、本発明のシリコーン系材料では、架橋密度を調整し、膜に可撓性を持たせ
るために、Ｔnピークを持つ３官能シラン及び／又はＤnピークを持つ２官能シランを導入
し、同時に加水分解・重縮合を行なうことにより、脱水縮合による体積減少量、及び架橋
密度を機能に支障無い範囲で適度に減じ、かつ加水分解・縮合工程並びに乾燥工程を制御
することにより、膜厚１０００μｍにも達する透明ガラス膜状又は透明エラストマー状の
部材を得ることが可能となる。従って、本発明のシリコーン系材料においては－８０ｐｐ
ｍ以上に観測されるＴnピーク及び／又はＤnピークの存在が必須となる。
【０１３９】
　このように２官能、或いは３官能の原料を主成分として厚膜化する方法としては、例え
ばメガネ等のハードコート膜の技術が知られているが、その膜厚は数μｍ以下である。こ
れらハードコート膜では膜厚が薄いために溶媒の揮発が容易で均一な硬化が可能であり、
基材との密着性及び線膨張係数の違いがクラックの主原因とされていた。これに対して本
発明のシリコーン系材料では、膜厚が塗料並みに大きいために、膜自身にある程度の強度
があり、多少の線膨張係数の違いは吸収可能となるが、溶媒乾燥による体積減のために薄
膜の場合とは異なる内部応力発生が新たな課題となる。すなわち、開口面積の狭い深型容
器にモールドを行なう場合、膜深部での乾燥が不十分な状態で加熱硬化を行なうと、架橋
後に溶媒揮発が起こり体積減となるため大きなクラックや発泡を生じることがある。この
ような膜には大きな内部応力がかかっており、この膜の固体Ｓｉ－ＮＭＲを測定すると、
検出されるＤn、Ｔn、Ｑnピーク群は内部応力が小さい場合よりもシロキサン結合角に分
布を生じ、各々、よりブロードなピークとなる。この事実は、Ｓｉに対して２個の－ＯＳ
ｉで表される結合角にひずみが大きいことを意味する。すなわち同じ原料からなる膜でも
、これらのピークの半値幅が狭いほどクラックが起きにくく高品質の膜となる。
【０１４０】
　なお、ひずみに応じて半値幅が大きくなる現象は、Ｓｉ原子の分子運動の拘束の度合い
が大きいほどより鋭敏に観測され、その現れやすさはＤn＜Ｔn＜Ｑnとなる。
【０１４１】
　本発明のシリコーン系材料において、－８０ｐｐｍ以上の領域に観測されるピークの半
値幅は、これまでにゾルゲル法にて知られているシリコーン系材料の半値幅範囲より小さ
い（狭い）ことを特徴とする。
【０１４２】
　ケミカルシフトごとに整理すると、本発明のシリコーン系材料において、ピークトップ
の位置が－８０ｐｐｍ以上－４０ｐｐｍ未満に観測されるＴnピーク群の半値幅は、通常
５．０ｐｐｍ以下、好ましくは４．０ｐｐｍ以下、また、通常０．３ｐｐｍ以上、好まし
くは０．４ｐｐｍ以上の範囲である。
【０１４３】
　同様に、ピークトップの位置が－４０ｐｐｍ以上０ｐｐｍ以下に観測されるＤnピーク
群の半値幅は、分子運動の拘束が小さいために全般にＴnピーク群の場合より小さく、通
常３．０ｐｐｍ以下、好ましくは２．０ｐｐｍ以下、また、通常０．３ｐｐｍ以上の範囲
である。
【０１４４】
　上記のケミカルシフト領域において観測されるピークの半値幅が上記の範囲より大きい
と、分子運動の拘束が大きくひずみの大きな状態となり、クラックが発生しやすく、耐熱
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・耐候耐久性に劣る部材となる可能性がある。例えば、四官能シランを多用した場合や、
乾燥工程において急速な乾燥を行ない大きな内部応力を蓄えた状態などにおいて、半値幅
範囲が上記の範囲より大きくなる。
【０１４５】
　また、ピークの半値幅が上記の範囲より小さい場合、その環境にあるＳｉ原子はシロキ
サン架橋に関わらないことになり、三官能シランが未架橋状態で残留する例など、シロキ
サン結合主体で形成される物質より耐熱・耐候耐久性に劣る部材となる可能性がある。
【０１４６】
　さらに、上述したように、本発明のシリコーン系材料の固体Ｓｉ－核磁気共鳴スペクト
ルにおいては、Ｄn、Ｔnピーク領域に少なくとも１本、好ましくは複数本のピークが観測
される。したがって、本発明のシリコーン系材料の固体Ｓｉ－核磁気共鳴スペクトルは、
上述した範囲の半値幅を有するＤnピーク群及びＴnピーク群からなる群より選ばれるピー
クを、少なくとも１本、好ましくは２本以上有することが望ましい。
【０１４７】
　なお、本発明のシリコーン系材料の組成は、系内の架橋が主としてシリカを始めとする
無機成分により形成される場合に限定される。すなわち、大量の有機成分中に少量のＳｉ
成分が含まれるシリコーン系材料において－８０ｐｐｍ以上に上述の半値幅範囲のピーク
が認められても、良好な耐熱・耐光性及び塗布性能は得ることができない。
【０１４８】
　また、本発明のシリコーン系材料は、適当量のシラノールを含有しているため、デバイ
ス表面に存在する極性部分にシラノールが水素結合し、密着性が発現する。極性部分とし
ては、例えば、水酸基やメタロキサン結合の酸素等が挙げられる。
　また、本発明のシリコーン系材料は、適当な触媒の存在下で加熱することにより、デバ
イス表面の水酸基との間に脱水縮合による共有結合を形成し、さらに強固な密着性を発現
することができる。
　一方、シラノールが多すぎると、系内が増粘して塗布が困難になったり、活性が高くな
り加熱により軽沸分が揮発する前に固化したりすることによって、発泡や内部応力の増大
が生じ、クラックなどを誘起する可能性がある。
【０１４９】
　〔硬度測定値〕
　本発明のシリコーン系材料は、好ましくは、エラストマー状を呈する部材である。具体
的には、デュロメータタイプＡによる硬度測定値（ショアＡ）が、通常５以上、好ましく
は７以上、より好ましくは１０以上、また、通常９０以下、好ましくは８０以下、より好
ましくは７０以下である（特徴（４））。上記範囲の硬度測定値を有することにより、本
発明のシリコーン系材料は、クラックが発生しにくく、耐リフロー性及び耐温度サイクル
性に優れるという利点を得ることができる。
【０１５０】
　なお、上記の硬度測定値（ショアＡ）は、ＪＩＳ　Ｋ６２５３に記載の方法により測定
することができる。具体的には、古里精機製作所製のＡ型ゴム硬度計を用いて測定を行な
うことができる。
【０１５１】
　前記のように、本発明のシリコーン系材料は、好ましくは、所定の硬度測定値（ショア
Ａ）を有している。即ち、本発明のシリコーン系材料は、好ましくは、架橋密度が調整さ
れたエラストマー状を呈している。表示装置には熱膨張係数の異なる部材を複数使用する
ことになるが、上記のようにエラストマー状を呈することにより、本発明のシリコーン系
材料が上記の各部剤の伸縮による応力を緩和することができる。即ち、本発明のシリコー
ン系材料は内部応力が少ない。したがって、使用中に剥離、クラックなどを起こしにくい
。
【０１５２】
　〔ピーク面積比〕
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　本発明のシリコーン系材料は、次の条件（４’）を満たすことが好ましい。即ち、本発
明のシリコーン系材料は、（４’）固体Ｓｉ－核磁気共鳴スペクトルにおいて、（ケミカ
ルシフト－４０ｐｐｍ以上０ｐｐｍ以下のピークの総面積）／（ケミカルシフト－４０ｐ
ｐｍ未満のピークの総面積）の比（以下適宜、本発明のシリコーン系材料の説明において
「本発明にかかるピーク面積比」という）が、通常３以上、好ましくは５以上、より好ま
しくは１０以上、また、通常２００以下、好ましくは１００以下、より好ましくは５０以
下であることが好ましい。
【０１５３】
　かかるピーク面積比が上記の範囲にあることは、本発明のシリコーン系材料が、２官能
シラン（Ｄサイト）を、３官能シラン（Ｔサイト）や４官能シラン（Ｑサイト）などの２
官能以上のシランよりも多く有することを表わす。このように、２官能シランを多く有す
ることにより、本発明のシリコーン系材料は条件（４）を満たすこと（エラストマー状を
呈すること）が可能となり、応力を緩和することが可能となる。
【０１５４】
　ただし、本発明のシリコーン系材料は、条件（４’）を満たさなくともエラストマー状
を呈する場合がある。例えば、ケイ素以外の金属のアルコキシド等のカップリング剤を架
橋剤として用いて本発明のシリコーン系材料を製造した場合などが、この場合に該当する
。本発明のシリコーン系材料に条件（４）を満足させるための手法は任意であり、この条
件（４’）に限定されるものではない。
【０１５５】
　〔ＵＶ透過率〕
　本発明のシリコーン系材料は、膜厚０．５ｍｍでの、通常３００ｎｍ以上、好ましくは
３５０ｎｍ以上、また、通常９００ｎｍ以下、好ましくは５００ｎｍ以下の範囲の波長の
光の透過率が、通常８０％以上、中でも８５％以上、更には９０％以上であることが好ま
しい。
【０１５６】
　なお、シリコーン系材料の光透過率は、例えば以下の手法により、膜厚０．５ｍｍに成
形した平滑な表面の単独硬化物膜のサンプルを用いて、紫外分光光度計により測定するこ
とができる。
【０１５７】
　〔透過度の測定〕
　シリコーン系材料の、傷や凹凸による散乱の無い厚さ約０．５ｍｍの平滑な表面の単独
硬化物膜を用いて、紫外分光光度計（島津製作所製　ＵＶ－３１００）を使用し、波長３
８０ｎｍ～７００ｎｍにおいて透過度測定を行なう。
【０１５８】
　〔シリコーン系材料の製造方法〕
　本発明のシリコーン系材料を製造する方法は特に制限されないが、例えば、後述の一般
式（４）や一般式（５）で表わされる化合物及び／又はそれらのオリゴマーを加水分解・
重縮合し、重縮合物（加水分解・重縮合物）を乾燥させることにより得ることができる。
ただし、本発明のシリコーン系材料において、高い耐久性のエラストマー状シリコーン系
材料を得ようとする場合には、シロキサン結合を主体とし、且つ、架橋密度を低減するこ
とが好ましい。したがって、一般式（４）で表わされる化合物又はオリゴマーを原料の主
体とし、且つ、２官能単位を主体とする組成のものを原料の主体とすることが望ましい。
また、このように２官能単位を原料の主体とした場合には、系が安定となり、ゲル化が起
こりにくくなる。したがって、この場合、加水分解・重縮合物が溶媒を含有している場合
には、乾燥させる前に事前に溶媒を留去するようにしてもよい。
　以下、この製造方法について詳しく説明する。
【０１５９】
　〔原料〕
　原料としては、下記一般式（４）で表わされる化合物（以下適宜、本発明のシリコーン
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系材料の説明において「化合物（４）」という。）及び／又はそのオリゴマーを用いる。
【化２】

【０１６０】
　一般式（４）中、Ｍは、ケイ素、アルミニウム、ジルコニウム、及びチタンからなる群
より選択される少なくとも１種の元素である。中でも、ケイ素が好ましい。
【０１６１】
　一般式（４）中、ｍは、Ｍの価数を表わし、１以上、４以下の整数である。また、「ｍ
＋」とは、それが正の価数であることを表わす。
　ｎは、Ｘ基の数を表わし、１以上、４以下の整数である。但し、ｍ≧ｎである。
【０１６２】
　一般式（４）中、Ｘは、溶液中の水や空気中の水分などにより加水分解されて、反応性
に富む水酸基を生成する加水分解性基であり、従来公知のものを任意に使用することがで
きる。例えば、Ｃ１～Ｃ５の低級アルコキシ基、アセトキシ基、ブタノキシム基、クロル
基等が挙げられる。なお、ここでＣｉ（ｉは自然数）という表記は、炭素数がｉ個である
ことを表わす。また、これらの加水分解性基は１種を単独で用いてもよく、２種以上を任
意の組み合わせ及び比率で併用しても良い。
【０１６３】
　中でも、反応後に遊離する成分が中性であることから、Ｃ１～Ｃ５の低級アルコキシ基
が好ましい。特に、反応性に富み、遊離する溶媒が軽沸であることから、メトキシ基又は
エトキシ基が好ましい。
【０１６４】
　さらに、一般式（４）中でＸがアセトキシ基やクロル基である場合には、加水分解反応
後に酢酸や塩酸を遊離するため、絶縁性が必要とされるシリコーン系材料として使用する
場合には、酸成分を除去する工程を付加することが好ましい。
【０１６５】
　一般式（４）中、Ｙ1は、いわゆるシランカップリング剤の１価の有機基として公知の
ものを、いずれも任意に選択して使用することができる。中でも、本発明のシリコーン系
材料の製造方法において一般式（４）におけるＹ1として特に有用な有機基とは、以下の
Ｙ0に表される群（有用有機基群）から選ばれるものである。さらに、半導体発光デバイ
スを構成する他の材料との親和性向上、密着性向上、シリコーン系材料の屈折率調整など
のために、適宜、他の有機基を選択するようにしてもよい。
【０１６６】
　＜有用有機基群Ｙ0＞
　Ｙ0：脂肪族化合物、脂環式化合物、芳香族化合物、脂肪芳香族化合物より誘導される
１価以上の有機基である。
　また、群Ｙ0に属する有機基の炭素数は、通常１以上、また、通常１０００以下、好ま
しくは５００以下、より好ましくは１００以下、さらに好ましくは５０以下である。
【０１６７】
　さらに、群Ｙ0に属する有機基が有する水素原子のうち少なくとも一部は、下記に例示
する原子及び／又は有機官能基等の置換基で置換されていても良い。この際、群Ｙ0に属
する有機基が有する水素原子のうちの複数が下記置換基で置換されていても良く、この場
合、下記に示す置換基の中から選択した１種又は２種以上の組み合わせにより置換されて
いても良い。
【０１６８】
　群Ｙ0に属する有機基の水素原子と置換可能な置換基の例としては、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、
Ｉ等の原子；ビニル基、メタクリロキシ基、アクリロキシ基、スチリル基、メルカプト基
、エポキシ基、エポキシシクロヘキシル基、グリシドキシ基、アミノ基、シアノ基、ニト
ロ基、スルホン酸基、カルボキシ基、ヒドロキシ基、アシル基、アルコキシ基、イミノ基



(27) JP 4923771 B2 2012.4.25

10

20

30

40

50

、フェニル基等の有機官能基などが挙げられる。
【０１６９】
　なお、上記全ての場合において、群Ｙ0に属する有機基の有する水素原子と置換可能な
置換基のうち、有機官能基については、その有機官能基の有する水素原子のうち少なくと
も一部がＦ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｉ等のハロゲン原子などで置換されていても良い。
【０１７０】
　ただし、群Ｙ0に属する有機基の水素と置換可能な置換基として例示したもののなかで
も、有機官能基は、導入しやすいものの一例であり、使用目的に応じてこの他各種の物理
化学的機能性を持つ有機官能基を導入しても良い。
　また、群Ｙ0に属する有機基は、その中に連結基としてＯ、Ｎ、又はＳ等の各種の原子
または原子団を有するものであっても良い。
【０１７１】
　一般式（４）中、Ｙ1は、上記の有用有機基群Ｙ0に属する有機基などから、その目的に
より様々な基を選択できるが、耐紫外線性、耐熱性に優れる点から、メチル基を主体とす
ることが好ましい。
【０１７２】
　上述の化合物（４）の具体例を挙げると、Ｍがケイ素である化合物としては、例えば、
ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、
ジフェニルジエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、
ビニルトリアセトキシシラン、γ－アミノプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキ
シプロピルトリメトキシシラン、γ－グリシドキシプロピルトリエトキシシラン、β－（
３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、γ－（３，４－エポキシ
シクロヘキシル）エチルトリエトキシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロピルトリメ
トキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリアセトキシシラン、γ－メル
カプトプロピルトリメトキシシラン、γ－クロロプロピルトリメトキシシラン、β－シア
ノエチルトリエトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、
メチルトリプロポキシシラン、メチルトリブトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、
エチルトリエトキシシラン、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラプロ
ポキシシラン、テトラブトキシシラン、ジメチルジクロロシラン、ジフェニルジクロロシ
ラン、メチルフェニルジメトキシシラン、トリメチルメトキシシラン、トリメチルエトキ
シシラン、トリメチルクロロシラン、メチルトリクロロシラン、γ－アシノプロピルトリ
エトキシシラン、４－アシノブチルトリエトキシシラン、ｐ－アミノフェニルトリメトキ
シシラン、Ｎ－（２－アミノエチル）－３－アミノプロピルトリメトキシシラン、アミノ
エチルアミノメチルフェネチルトリメトキシシラン、３－グリシドキシプロピルトリメト
キシシラン、２－（３，４－エポキシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン、３－
アミノプロピルトリメトキシシラン、３－アミノプロピルトリエトキシシラン、４－アミ
ノブチルトリエトキシシラン、Ｎ－（６－アミノヘキシル）アミノプロピルトリメトキシ
シラン、３－クロロプロピルトリメトキシシラン、３－クロロプロピルトリクロロシラン
、（ｐ－クロロメチル）フェニルトリメトキシシラン、４－クロロフェニルトリメトキシ
シラン、３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピル
トリエトキシシラン、３－アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、スチリルエチルト
リメトキシシラン、３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン、ビニルトリクロロシラ
ン、ビニルトリス（２－メトキシエトキシ）シラン、トリフルオロプロピルトリメトキシ
シランなどが挙げられる。
【０１７３】
　また、化合物（４）のうち、Ｍがアルミニウムである化合物としては、例えば、アルミ
ニウムトリイソプロポキシド、アルミニウムトリｎ－ブトキシド、アルミニウムトリｔ－
ブトシキド、アルミニウムトリエトキシドなどが挙げられる。
【０１７４】
　また、化合物（４）のうち、Ｍがジルコニウムである化合物としては、例えば、ジルコ
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ニウムテトラメトキシド、ジルコニウムテトラエトキシド、ジルコニウムテトラｎ－プロ
ポキシド、ジルコニウムテトラｉ－プロポキシド、ジルコニウムテトラｎ－ブトキシド、
ジルコニウムテトラｉ－ブトキシド、ジルコニウムテトラｔ－ブトキシド、ジルコニウム
ジメタクリレートジブトキシドなどが挙げられる。
【０１７５】
　また、化合物（４）のうち、Ｍがチタンである化合物としては、例えば、チタンテトラ
イソプロポキシド、チタンテトラｎ－ブトキシド、チタンテトラｉ－ブトキシド、チタン
メタクリレートトリイソプロポキシド、チタンテトラメトキシプロポキシド、チタンテト
ラｎ－プロポキシド、チタンテトラエトキシドなどが挙げられる。
【０１７６】
　ただし、これらに具体的に例示した化合物は、入手容易な市販のカップリング剤の一部
であり、更に詳しくは、例えば、科学技術総合研究所発行の「カップリング剤最適利用技
術」９章のカップリング剤及び関連製品一覧表により示すことが出来る。また、当然のこ
とながら、本発明のシリコーン系材料の製造方法に使用できるカップリング剤は、これら
の例示により制限されるものではない。
【０１７７】
　また、下記一般式（５）で表される化合物（以下適宜、本発明のシリコーン系材料の説
明において「化合物（５）」という。）及び／又はそのオリゴマーも、上記化合物（４）
及び／又はそのオリゴマーと同様に使用することが出来る。
【化３】

【０１７８】
　一般式（５）において、Ｍ、Ｘ及びＹ1は、それぞれ独立に、一般式（４）と同様のも
のを表わす。特にＹ1としては、一般式（４）の場合と同様、上記の有用有機基群Ｙ0に属
する有機基などから、その目的により様々な基を選択できるが、耐紫外線性、耐熱性に優
れる点から、メチル基を主体とすることが好ましい。
　また、一般式（５）において、ｓは、Ｍの価数を表わし、２以上、４以下の整数である
。また、「ｓ＋」は、それが正の整数であることを表わす。
　さらに、一般式（５）において、Ｙ2は、ｕ価の有機基を表わす。ただし、ｕは２以上
の整数を表わす。したがって、一般式（５）中、Ｙ2は、いわゆるシランカップリング剤
の有機基として公知のもののうち２価以上のものを、任意に選択して使用することができ
る。
　また、一般式（５）において、ｔは、１以上、ｓ－１以下の整数を表わす。但し、ｔ≦
ｓである。
【０１７９】
　上記化合物（５）の例としては、各種有機ポリマーやオリゴマーに側鎖として加水分解
性シリル基が複数結合しているものや、分子の複数の末端に加水分解性シリル基が結合し
ているものなどが挙げられる。
【０１８０】
　上記化合物（５）の具体例及びその製品名を以下に挙げる。
・ビス（トリエトキシシリルプロピル）テトラスルフィド
　　（信越化学製、ＫＢＥ－８４６）
・２－ジエトキシメチルエチルシリルジメチル－２－フラニルシラン
　　（信越化学製、ＬＳ－７７４０）
・Ｎ，Ｎ’－ビス［３－（トリメトキシシリル）プロピル］エチレンジアミン
　　（チッソ製、サイラエースＸＳ１００３）
・Ｎ－グリシジル－Ｎ，Ｎ－ビス［３－（メチルジメトキシシリル）プロピル］アミン
　　（東芝シリコーン製、ＴＳＬ８２２７）
・Ｎ－グリシジル－Ｎ，Ｎ－ビス［３－（トリメトキシシリル）プロピル］アミン
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　　（東芝シリコーン製、ＴＳＬ８２２８）
・Ｎ，Ｎ－ビス［（メチルジメトキシシリル）プロピル］アミン
　　（東芝シリコーン製、ＴＳＬ８２０６）
・Ｎ，Ｎ－ビス［３－（メチルジメトキシシリル）プロピル］エチレンジアミン
　　（東芝シリコーン製、ＴＳＬ８２１２）
・Ｎ，Ｎ－ビス［（メチルジメトキシシリル）プロピル］メタクリルアミド
　　（東芝シリコーン製、ＴＳＬ８２１３）
・Ｎ，Ｎ－ビス［３－（トリメトキシシリル）プロピル］アミン
　　（東芝シリコーン製、ＴＳＬ８２０８）
・Ｎ，Ｎ－ビス［３－（トリメトキシシリル）プロピル］エチレンジアミン
　　（東芝シリコーン製、ＴＳＬ８２１４）
・Ｎ，Ｎ－ビス［３－（トリメトキシシリル）プロピル］メタクリルアミド
　　（東芝シリコーン製、ＴＳＬ８２１５）
・Ｎ，Ｎ’，Ｎ”－トリス［３－（トリメトキシシリル）プロピル］イソシアヌレート
　　（ヒドラス化学製、１２２６７－１）
・１，４－ビスヒドロキシジメチルシリルベンゼン
　　（信越化学製、ＬＳ－７３２５）
【０１８１】
　原料としては化合物（４）、化合物（５）、及び／又はそれらのオリゴマーを使用する
ことができる。即ち、本発明のシリコーン系材料の製造方法では、原料として、化合物（
４）、化合物（４）のオリゴマー、化合物（５）、化合物（５）のオリゴマー、及び化合
物（４）と化合物（５）とのオリゴマーのいずれを用いてもよい。なお、原料として化合
物（４）のオリゴマー又は化合物（５）のオリゴマーを用いる場合、そのオリゴマーの分
子量は、本発明のシリコーン系材料を得ることができる限り任意であるが、通常４００以
上である。
【０１８２】
　ここで化合物（５）及び／又はそのオリゴマーを主原料として用いると系内の主鎖構造
が有機結合主体となり耐久性に劣るものとなる可能性がある。このため、化合物（５）は
主として密着性付与や屈折率調整、反応性制御、無機粒子分散性付与などの機能性付与の
ため最小限の使用量用いることが望ましい。化合物（４）及び／又はそのオリゴマー（化
合物（４）由来成分）と、化合物（５）及び／又はそのオリゴマー（化合物（５）由来成
分）を同時に使用する場合には原料の総重量における化合物（５）由来成分の使用量割合
が通常３０重量％以下、好ましくは２０重量％以下、さらに好ましくは１０重量％以下で
あることが望ましい。
【０１８３】
　また、本発明のシリコーン系材料の製造方法において、原料として化合物（４）又は化
合物（５）のオリゴマーを用いる場合には、オリゴマーを予め用意してするようにしても
よいが、製造工程の中でオリゴマーを調製するようにしてもよい。即ち、化合物（４）又
は化合物（５）のようなモノマーを原料とし、これを製造工程中で一旦オリゴマーとして
、このオリゴマーから後の反応を進行させるようにしてもよい。
【０１８４】
　さらに、原料としては、これらの化合物（４）、化合物（５）、及びそのオリゴマーの
うち１種類だけを用いてよいが、二種類以上を任意の組み合わせ及び組成で混合してもか
まわない。さらに、予め加水分解された（即ち、一般式（４），（５）において－ＸがＯ
Ｈ基である）化合物（４）、化合物（５）及びそのオリゴマーを用いるようにしてもよい
。
【０１８５】
　但し、本発明のシリコーン系材料の製造方法においては、原料として、Ｍとしてケイ素
を含有し、且つ、有機基Ｙ1又は有機基Ｙ2を少なくとも１つ有する化合物（４）、化合物
（５）及びそのオリゴマー（加水分解されたものを含む）を、少なくとも１種以上用いる
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必要がある。また、系内の架橋が主としてシロキサン結合を始めとする無機成分により形
成されることが好ましいことから、化合物（４）及び化合物（５）をともに使用する場合
には、化合物（４）が主体となることが好ましい。
【０１８６】
　また、シロキサン結合を主体とするシリコーン系材料を得るためには、化合物（４）及
び／又はそのオリゴマーを原料の主体として用いることが好ましい。さらに、これらの化
合物（４）のオリゴマー及び／又は化合物（５）のオリゴマーは、２官能を主体とした組
成で構成されていることが、より好ましい。特に、この化合物（４）のオリゴマー及び／
又は化合物（５）のオリゴマーの２官能単位は、２官能オリゴマーとして用いられること
が好ましい。
【０１８７】
　さらに、化合物（４）のオリゴマー及び／又は化合物（５）のオリゴマーのうち、２官
能のもの（以下適宜、本発明のシリコーン系材料の説明において「２官能成分オリゴマー
」という）を主体として用いる場合、これら２官能成分オリゴマーの使用量は、原料の総
重量（即ち、化合物（４）、化合物（５）、及びそのオリゴマーの重量の和）に対して、
通常５０重量％以上、好ましくは６０重量％以上、より好ましくは７０重量％以上である
。なお、上記割合の上限は通常９７重量％以下である。２官能成分オリゴマーを原料の主
体として使用することが、本発明のシリコーン系材料の製造方法によって、本発明のシリ
コーン系材料を容易に製造することができる要因のうちのひとつとなっているためである
。
【０１８８】
　以下、２官能成分オリゴマーを原料の主体として用いたことによる利点について詳しく
説明する。
　例えば従来のゾルゲル法により製造されていたシリコーン系材料では、その原料を加水
分解及び重縮合させた加水分解・重縮合物（塗布液（加水分解液）に含有されたもの等を
含む）は、高い反応活性を有していた。したがって、その加水分解・重縮合物をアルコー
ル等の溶媒で希釈しないと系内の重合が進み、すぐに硬化するため、成形や取り扱いが困
難であった。例えば、従来は溶媒で希釈しない場合には、温度が４０℃～５０℃程度であ
っても硬化することがあった。したがって、加水分解後に得られた加水分解・重縮合物の
取り扱い性を確保するためには、加水分解・重縮合物に溶媒を共存させることが必須であ
った。
【０１８９】
　また、加水分解・重縮合物に溶媒を共存させたまま加水分解・重縮合物の乾燥・硬化を
行なわせると、硬化時に脱水縮合による収縮に加え、脱溶媒による収縮（脱溶媒収縮）が
加味される。これにより、従来の半導体発光デバイスでは、硬化物の内部応力が大きくな
りがちであり、この内部応力に起因するクラック、剥離などが生じやすかった。
【０１９０】
　さらに、上記の内部応力を緩和するためにシリコーン系材料を柔軟化する目的で原料と
して２官能成分モノマーを多用すると、重縮合体中の低沸環状体が多くなる可能性があっ
た。低沸環状体は硬化時に揮発してしまうため、低沸環状体が多くなると重量歩留まりが
低下することになる。また、低沸環状体は硬化物からも揮発し、応力発生の原因となるこ
とがある。さらに、低沸環状体を多く含むシリコーン系材料は耐熱性が低くなることがあ
る。これらの理由により、従来は、シリコーン系材料を、性能の良いエラストマー状硬化
体として得ることは困難であった。
【０１９１】
　これに対して、本発明のシリコーン系材料の製造方法では、原料として、別系で（即ち
、加水分解・重縮合工程に関与しない系で）２官能成分をあらかじめオリゴマー化し、反
応性末端を持たない低沸不純物を留去したものを原料として使用するようにしている。し
たがって、２官能成分（即ち、上記の２官能成分オリゴマー）を多用しても、それらの低
沸不純物が揮発することはなく、硬化物重量歩留まりの向上を実現することができるとと
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もに、性能の良いエラストマー状硬化物を得ることができる。
【０１９２】
　さらに、２官能成分オリゴマーを主原料とすることにより、加水分解・重縮合物の反応
活性を抑制することができる。これは、加水分解・重縮合物の立体障害及び電子効果、並
びに、２官能成分オリゴマーを使用したことに伴いシラノール末端量が低減したことによ
るものと推察される。反応活性を抑制したことにより、溶媒を共存させなくても加水分解
・重縮合物は硬化することはなく、したがって、加水分解・重縮合物を一液型、かつ、無
溶媒系とすることができる。
【０１９３】
　また、加水分解・重縮合物の反応活性が低下したことにより、硬化開始温度を従来より
も高くすることが可能となった。したがって、加水分解・重縮合物の硬化開始温度以下の
溶媒を加水分解・重縮合物に共存させた場合には、加水分解・重縮合物の乾燥時に、加水
分解・重縮合物の硬化が開始されるよりも以前に溶媒が揮発することになる。これにより
、溶媒を使用した場合であっても脱溶媒収縮に起因する内部応力の発生を抑制することが
可能となる。
【０１９４】
　〔加水分解・重縮合工程〕
　本発明のシリコーン系材料の製造方法ではまず、上述の化合物（４）、化合物（５）、
及び／又はそれらのオリゴマーを加水分解・重縮合反応させる（加水分解・重縮合工程）
。この加水分解・重縮合反応は、公知の方法によって行なうことができる。なお、以下適
宜、本発明のシリコーン系材料の説明において化合物（４）、化合物（５）、及びそのオ
リゴマーを区別せずに指す場合、「原料化合物」という。
【０１９５】
　原料化合物の加水分解・重縮合反応を行なうために使用する水の理論量は、下記式（６
）に示す反応式に基づき、系内の加水分解性基の総量の１／２モル比である。
【０１９６】
【化４】

　なお、上記式（６）は、一般式（４），（５）のＭがケイ素である場合を例として表わ
している。また、「≡Ｓｉ」及び「Ｓｉ≡」は、ケイ素原子の有する４つの結合手のうち
３つを省略して表わしたものである。
【０１９７】
　本発明のシリコーン系材料の製造方法の説明では、この加水分解時に必要な水の理論量
、即ち、加水分解性基の総量の１／２モル比に相当する水の量を基準（加水分解率１００
％）とし、加水分解時に使用する水の量をこの基準量に対する百分率、即ち「加水分解率
」で表わす。
【０１９８】
　本発明のシリコーン系材料の製造方法において、加水分解・重縮合反応を行なうために
使用する水の量は、上述の加水分解率で表わした場合に、通常８０％以上、中でも１００
％以上の範囲が好ましい。加水分解率がこの範囲より少ない場合、加水分解・重合が不十
分なため、硬化時に原料が揮発したり、硬化物の強度が不十分となったりする可能性があ
る。一方、加水分解率が２００％を超える場合、硬化途中の系内には常に遊離の水が残存
し、チップや蛍光体に水分による劣化をもたらしたり、カップ部が吸水し、硬化時の発泡
、クラック、剥離の原因となったりする場合がある。但し、加水分解反応において重要な
のは１００％近傍以上（例えば８０％以上）の水で加水分解・重縮合を行なうということ
であり、塗布前に遊離の水を除く工程を付加すれば、２００％を超える加水分解率を適用
することは可能である。この場合、あまり大量の水を使用すると、除去すべき水の量や相
溶剤として使用する溶媒の量が増え、濃縮工程が煩雑になったり、重縮合が進みすぎて部
材の塗布性能が低下したりすることがあるので、加水分解率の上限は通常５００％以下、
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中でも３００％以下、好ましくは２００％以下の範囲とすることが好ましい。
【０１９９】
　原料化合物を加水分解・縮重合する際には、既知の触媒などを共存させて、加水分解・
縮重合を促進しても良い。この場合、使用する触媒としては、酢酸、プロピオン酸、酪酸
などの有機酸や、硝酸、塩酸、リン酸、硫酸などの無機酸、有機金属化合物触媒を用いる
ことができる。このうち、半導体発光デバイスと直接接する部分に使用する部材とする場
合には、絶縁特性に影響の少ない有機金属化合物触媒が好ましい。
【０２００】
　上記の原料化合物の加水分解・重縮合物（重縮合物）は、好ましくは液状である。しか
し、固体状の加水分解・重縮合物でも、溶媒を用いることにより液状となるものであれば
、使用することができる。
【０２０１】
　加水分解・重縮合反応時に系内が分液し不均一となる場合には、溶媒を使用しても良い
。溶媒としては、例えば、炭素数１～３の低級アルコール類、ジメチルホルムアミド、ジ
メチルスルホキシド、アセトン、テトラヒドロフラン、メチルセロソルブ、エチルセロソ
ルブ、メチルエチルケトン、その他の水と均一に混合できる溶媒を任意に用いることがで
きるが、中でも強い酸性や塩基性を示さないものが加水分解・重縮合に悪影響を与えない
理由から好ましい。溶媒は１種を単独で使用しても良いが、複数種を併用することもでき
る。溶媒使用量は自由に選択できるが、半導体発光デバイスに塗布する際には溶媒を除去
することが多いため、必要最低限の量とすることが好ましい。また、溶媒除去を容易にす
るため、沸点が１００℃以下、より好ましくは８０℃以下の溶媒を選択することが好まし
い。なお、外部より溶媒を添加しなくても加水分解反応によりアルコール等の溶媒が生成
するため、反応当初は不均一でも反応中に均一になる場合もある。
【０２０２】
　上記原料化合物の加水分解・重縮合反応は、常圧で実施する場合、通常室温以上、好ま
しくは４０℃以上、また、通常１４０℃以下、好ましくは１３０℃以下の範囲で行なう。
加圧下で液相を維持することでより高い温度で行なうことも可能であるが、１５０℃を越
えないことが好ましい。
【０２０３】
　加水分解・重縮合反応時間は反応温度により異なるが、通常０．１時間以上、好ましく
は１時間以上、更に好ましくは３時間以上、また、通常１００時間以下、好ましくは２０
時間以下、更に好ましくは１５時間以下の範囲で実施される。
【０２０４】
　以上の加水分解・重縮合条件において、時間が短くなったり温度が低すぎたりすると、
加水分解・重合が不十分なため硬化時に原料が揮発したり、硬化物の強度が不十分となる
可能性がある。また、時間が長くなったり温度が高すぎたりすると、重合物の分子量が高
くなり、系内のシラノール量が減少し、塗布時に密着性不良が生じたり硬化が早すぎて硬
化物の構造が不均一となり、クラックを生じやすくなる。以上の傾向を踏まえて、所望の
物性値に応じて条件を適宜選択することが望ましい。
【０２０５】
　上記加水分解・重縮合反応が終了した後、得られた加水分解・重縮合物はその使用時ま
で室温以下で保管されるが、この期間にもゆっくりと重縮合が進行するため、特に厚膜状
の部材として使用する場合には前記加温による加水分解・重縮合反応が終了した時点より
室温保管にて通常６０日以内、好ましくは３０日以内、更に好ましくは１５日以内に使用
に供することが好ましい。必要に応じ凍らない範囲にて低温保管することにより、この期
間を延長することができる。
【０２０６】
　〔溶媒留去〕
　上記の加水分解・重縮合工程において溶媒を用いた場合には、通常、乾燥の前に加水分
解・重縮合物から溶媒を留去することが好ましい（溶媒留去工程）。これにより、溶媒を
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含まない液状の加水分解・重縮合物を得ることができる。上述したように、従来は溶媒を
留去すると加水分解・重縮合物が硬化してしまうために加水分解・重縮合物の取り扱いが
困難となっていた。しかし、本発明のシリコーン系材料の製造方法では、２官能成分オリ
ゴマーを使用すると加水分解・重縮合物の反応性が抑制されるため、乾燥の前に溶媒を留
去しても加水分解・重縮合物は硬化しなくなり、溶媒の留去が可能である。溶媒を乾燥前
に留去しておくことにより、脱溶媒収縮によるクラック、剥離などを防止することができ
る。
【０２０７】
　なお、通常は、溶媒の留去の際に、加水分解に用いた水の留去も行なわれる。また、留
去される溶媒には、上記の一般式（４）、（５）で表わされる原料化合物の加水分解・重
縮合反応により生成される、ＸＨ等で表わされる溶媒も含まれる。
【０２０８】
　溶媒を留去する方法は、本発明の効果を著しく損なわない限り任意である。ただし、加
水分解・重縮合物の硬化開始温度以上の温度で溶媒の留去を行なうことは避けるようにす
る。
　溶媒の留去を行なう際の温度条件の具体的な範囲を挙げると、通常６０℃以上、好まし
くは８０℃以上、より好ましくは１００℃以上、また、通常１５０℃以下、好ましくは１
３０℃以下、より好ましくは１２０℃以下である。この範囲の下限を下回ると溶媒の留去
が不十分となる可能性があり、上限を上回ると加水分解・重縮合物がゲル化する可能性が
ある。
【０２０９】
　また、溶媒の留去を行なう際の圧力条件は、通常は常圧である。さらに、必要に応じて
溶媒留去時の反応液沸点が硬化開始温度（通常は１２０℃以上）に達しないように減圧す
る。また、圧力の下限は、加水分解・重縮合物の主成分が留出しない程度である。
【０２１０】
　ただし、溶媒の留去を行なうことは、必須の操作ではない。特に、加水分解・重縮合物
の硬化温度以下の沸点を有する溶媒を用いている場合には、加水分解・重縮合物の乾燥時
に、加水分解・重縮合物の硬化が開始される前に溶媒が揮発してしまうため、特に溶媒留
去工程を行なわなくても脱溶媒収縮によるクラック等の生成は防止することができる。し
かし、溶媒の揮発により加水分解・重縮合物の体積が変化することもありえるため、シリ
コーン系材料の寸法や形状を精密に制御する観点からは、溶媒留去を行なうことが好まし
い。
【０２１１】
　〔乾燥〕
　上述の加水分解・重縮合反応により得られた加水分解・重縮合物を乾燥させる（乾燥工
程。または、硬化工程）ことにより、本発明のシリコーン系材料を得ることができる。こ
の加水分解・重縮合物は上述のように通常は液状であるが、これを目的とする形状の型に
入れた状態で乾燥を行なうことにより、目的とする形状を有する本発明のシリコーン系材
料を形成することが可能となる。また、この加水分解・重縮合物を目的とする部位に塗布
した状態で乾燥を行なうことにより、目的とする部位に直接、本発明のシリコーン系材料
を形成することが可能となる。なお、この液状の加水分解・重縮合物を、本発明のシリコ
ーン系材料の製造方法の説明では適宜「加水分解・重縮合液」又は「シリコーン系材料形
成液」というものとする。また、乾燥工程では必ずしも溶媒が気化するわけではないが、
ここでは、流動性を有する加水分解・重縮合物が流動性を失って硬化する現象を含めて、
乾燥工程と呼ぶものとする。したがって、溶媒の気化を伴わない場合には、上記「乾燥」
は「硬化」と読み替えて認識してもよい。
【０２１２】
　乾燥工程では、加水分解・重縮合物をさらに重合させることにより、メタロキサン結合
を形成させて、重合物を乾燥・硬化させ、本発明のシリコーン系材料を得る。
　乾燥の際には、加水分解・重縮合物を所定の硬化温度まで加熱して硬化させるようにす
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る。具体的な温度範囲は加水分解・重縮合物の乾燥が可能である限り任意であるが、メタ
ロキサン結合は通常１００℃以上で効率良く形成されるため、好ましくは１２０℃以上、
更に好ましくは１５０℃以上で実施される。但し、半導体発光デバイスと共に加熱される
場合は、通常はデバイス構成要素の耐熱温度以下の温度、好ましくは２００℃以下で乾燥
を実施することが好ましい。
【０２１３】
　また、加水分解・重縮合物を乾燥させるために硬化温度に保持する時間（硬化時間）は
触媒濃度や部材の厚みなどにより一概には決まらないが、通常０．１時間以上、好ましく
は０．５時間以上、更に好ましくは１時間以上、また、通常１０時間以下、好ましくは５
時間以下、更に好ましくは３時間以下の範囲で実施される。
【０２１４】
　なお、乾燥工程における昇温条件は特に制限されない。即ち、乾燥工程の間、一定の温
度で保持しても良く、連続的又は断続的に温度を変化させても良い。また、乾燥工程を更
に複数回に分けて行なってもよい。さらに、乾燥工程において、温度を段階的に変化させ
るようにしてもよい。温度を段階的に変化させることにより、残留溶媒や溶存水蒸気によ
る発泡を防ぐことができるという利点を得ることができる。
【０２１５】
　ただし、上述の加水分解・重縮合反応を溶媒の存在下にて行なったときに、溶媒留去工
程を行なわなかった場合や、溶媒留去工程を行なっても加水分解・重縮合物中に溶媒が残
留している場合には、この乾燥工程を、溶媒の沸点以下の温度にて溶媒を実質的に除去す
る第１の乾燥工程と、該溶媒の沸点以上の温度にて乾燥する第２の乾燥工程とに分けて行
なうことが好ましい。なお、ここで言う「溶媒」には、上述の原料化合物の加水分解・重
縮合反応により生成される、ＸＨ等で表わされる溶媒も含まれる。また、本発明のシリコ
ーン系材料の製造方法の説明における「乾燥」とは、上述の原料化合物の加水分解・重縮
合物が溶媒を失い、更に重合・硬化してメタロキサン結合を形成する工程を指す。
【０２１６】
　第１の乾燥工程は、原料化合物の加水分解・重縮合物の更なる重合を積極的に進めるこ
となく、含有される溶媒を該溶媒の沸点以下の温度にて実質的に除去するものである。即
ち、この工程にて得られる生成物は、乾燥前の加水分解・重縮合物が濃縮され、水素結合
により粘稠な液或いは柔らかい膜状になったものか、溶媒が除去されて加水分解・重縮合
物が液状で存在しているものである。
【０２１７】
　ただし、通常は、溶媒の沸点未満の温度で第１の乾燥工程を行なうことが好ましい。該
溶媒の沸点以上の温度で第１の乾燥を行なうと、得られる膜に溶媒の蒸気による発泡が生
じ、欠陥の無い均質な膜が得にくくなる。この第１の乾燥工程は、薄膜状の部材とした場
合など溶媒の蒸発の効率がよい場合は単独のステップで行なっても良いが、カップ上にモ
ールドした場合など蒸発効率の悪い場合においては複数のステップに分けて昇温しても良
い。また、極端に蒸発効率が悪い形状の場合は、予め別の効率良い容器にて乾燥濃縮を行
なった上で、流動性が残る状態で塗布し、更に乾燥を実施してもよい。蒸発効率の悪い場
合には、大風量の通風乾燥など部材の表面のみ濃縮が進む手段をとらず、部材全体が均一
に乾燥するよう工夫することが好ましい。
【０２１８】
　第２の乾燥工程は、上述の加水分解・重縮合物の溶媒が第１の乾燥工程により実質的に
無くなった状態において、この加水分解・重縮合物を溶媒の沸点以上の温度で加熱し、メ
タロキサン結合を形成することにより、安定な硬化物とするものである。この工程におい
て溶媒が多く残留していると、架橋反応が進行しつつ溶媒蒸発による体積減が生じるため
、大きな内部応力が生じ、収縮による剥離やクラックの原因となる。メタロキサン結合は
通常１００℃以上で効率良く形成されるため、第２の乾燥工程は好ましくは１００℃以上
、更に好ましくは１２０℃以上で実施される。但し、半導体発光デバイスと共に加熱され
る場合は、通常はデバイス構成要素の耐熱温度以下の温度、好ましくは２００℃以下で乾
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燥を実施することが好ましい。第２の乾燥工程における硬化時間は触媒濃度や部材の厚み
などにより一概には決まらないが、通常０．１時間以上、好ましくは０．５時間以上、更
に好ましくは１時間以上、また、通常１０時間以下、好ましくは５時間以下、更に好まし
くは３時間以下の範囲で実施される。
【０２１９】
　このように溶媒除去の工程（第１の乾燥工程）と硬化の工程（第２の乾燥工程）とを明
確に分けることにより、溶媒留去工程を行なわない場合であっても、本発明のシリコーン
系材料の物性を持つ耐光性、耐熱性に優れるシリコーン系材料をクラック・剥離すること
なく得ることが可能となる。
　ただし、第１の乾燥工程中でも硬化が進行する場合はありえるし、第２の乾燥工程中に
も溶媒除去が進行する場合はありえる。しかし、第１の乾燥工程中の硬化や第２の乾燥工
程中の溶媒除去は、通常は本発明の効果に影響を及ぼさない程度に小さいものである。
【０２２０】
　なお、実質的に上述の第１の乾燥工程及び第２の乾燥工程が実現される限り、各工程に
おける昇温条件は特に制限されない。即ち、各乾燥工程の間、一定の温度で保持しても良
く、連続的又は断続的に温度を変化させても良い。また、各乾燥工程を更に複数回に分け
て行なってもよい。更には、第１の乾燥工程の間に一時的に溶媒の沸点以上の温度となっ
たり、第２の乾燥工程の間に溶媒の沸点未満の温度となる期間が介在したりする場合でも
、実質的に上述したような溶媒除去の工程（第１の乾燥工程）と硬化の工程（第２の乾燥
工程）とが独立して達成される限り、本発明の範囲に含まれるものとする。
【０２２１】
　さらに、溶媒として加水分解・重縮合物の硬化温度以下、好ましくは硬化温度未満の沸
点を有するものを用いている場合には、加水分解・重縮合物に共存している溶媒は、特に
温度を調整せずに加水分解・重縮合物を硬化温度まで加熱した場合であっても、乾燥工程
の途中において、温度が沸点に到達した時点で加水分解・重縮合物から留去されることに
なる。つまり、この場合、乾燥工程において加水分解・重縮合物を硬化温度まで昇温する
過程において、加水分解・重縮合物が硬化する前に、溶媒の沸点以下の温度にて溶媒を実
質的に除去する工程（第１の乾燥工程）が実施される。これにより、加水分解・重縮合物
は、溶媒を含有しない液状の加水分解・重縮合物となる。そして、その後、溶媒の沸点以
上の温度（即ち、硬化温度）にて乾燥し、加水分解・重縮合物を硬化させる工程（第２の
乾燥工程）が進行することになる。したがって、溶媒として上記の硬化温度以下の沸点を
有するものを用いると、上記の第１の乾燥工程と第２の乾燥工程とは、たとえその実施を
意図しなくても行なわれることになる。このため、溶媒として加水分解・重縮合物の硬化
温度以下、好ましくは上記硬化温度未満の沸点を有するものを用いることは、乾燥工程を
実施する際には加水分解・重縮合物が溶媒を含んでいたとしてもシリコーン系材料の品質
に大きな影響を与えることがないため、好ましいといえる。
【０２２２】
　〔硬いシリコーン系材料を製造する場合〕
　ところで、本発明のシリコーン系材料をエラストマー状にしない場合、即ち、いわば硬
いシリコーン系材料を製造する場合には、一般式（４）や一般式（５）で表わされる化合
物及び／又はそれらのオリゴマーを加水分解・重縮合し、重縮合物（加水分解・重縮合物
）を乾燥させるという点では上述した方法と同様であるが、適宜、原料や操作などについ
て上述した方法とは異なる部分がある。以下、このような、いわば硬いシリコーン系材料
を製造する場合について説明する。
【０２２３】
　〔原料〕
　硬いシリコーン系材料を製造する場合も、エラストマー状のシリコーン系材料を製造す
る場合と同様の原料を使用することができる。ただし、原料として化合物（４）を用いる
場合、製造されるシリコーン系材料の硬度を硬くしようとするのであれば、原料として２
官能の化合物（４）に対する３官能以上の化合物（４）（即ち、３官能又は４官能の化合
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物（４））の比率を大きくすることが好ましい。３官能以上の化合物は架橋成分となりう
ることから、３官能以上の化合物の比率を大きくすることにより、シリコーン系材料の架
橋を促進することが出来るためである。
【０２２４】
　ここで、架橋剤として４官能以上の化合物を用いる場合は、３官能の化合物を用いる場
合に比較して２官能の使用比率を高くして系内全体の架橋度を調整することが好ましい。
化合物（４）のオリゴマーを使用する場合には、２官能のみのオリゴマー、３官能のみの
オリゴマー、４官能のみのオリゴマー、或いは、これら複数の単位を有するオリゴマー等
がある。この際、最終的なシリコーン系材料全体において、２官能モノマー単位に対する
３官能以上のモノマー単位の比率が大きくなると、上記と同様に硬いシリコーン系材料を
得ることが出来る。
【０２２５】
　また、化合物（５）を用いる場合にも基本的な考え方は上記の化合物（４）を用いる場
合と同じである。ただし、化合物（５）の有機基部分の分子量が大きい場合には、分子量
が小さい場合と比較して、実質的に架橋点間距離が大きくなるので、柔軟性が増す傾向に
ある。
　このように、固体Ｓｉ－ＮＭＲのピーク半値幅が本発明の範囲であるシリコーン系材料
は、２官能のモノマー単位と３官能以上のモノマー単位との比率を制御することにより架
橋度が調整され、応力歪が少なく、シリコーン系材料として有用な適度の可とう性を得る
ことができるようになっている。
【０２２６】
　〔操作〕
　硬いシリコーン系材料を製造する場合も、エラストマー状のシリコーン系材料を製造す
る場合と同様に、加水分解・重縮合工程を行なう。ただし、硬いシリコーン系材料を製造
する場合は、加水分解・重縮合反応は、溶媒の存在下にて行なうことが好ましい。
【０２２７】
　また、硬いシリコーン系材料を製造する場合にも、乾燥工程を行なう。ただし、硬いシ
リコーン系材料を製造する場合は、乾燥工程を、溶媒の沸点以下の温度にて溶媒を実質的
に除去する第１の乾燥工程と、溶媒の沸点以上の温度にて乾燥する第２の乾燥工程とに分
けて行なうことが好ましい。第１の乾燥工程の詳細は、第１の乾燥工程にて得られる生成
物が、通常は水素結合により粘稠な液或いは柔らかい膜状になったものであり、溶媒が除
去されて加水分解・重縮合物が液状で存在しているものとならない他は、エラストマー状
のシリコーン系材料を製造する場合と同様である。また、第２の乾燥工程の詳細は、エラ
ストマー状のシリコーン系材料を製造する場合と同様である。
　なお、硬いシリコーン系材料を製造する場合は、エラストマー状のシリコーン系材料を
製造する場合に行なっていた溶媒留去工程は、通常は行なわない。
【０２２８】
　このように溶媒除去の工程（第１の乾燥工程）と硬化の工程（第２の乾燥工程）とを明
確に分けることにより、硬いシリコーン系材料を製造する場合であっても、本発明のシリ
コーン系材料の物性を持つ耐光性、耐熱性に優れるシリコーン系材料をクラック・剥離す
ることなく得ることが可能となる。
【０２２９】
　さらに、上記の非芳香族エポキシ樹脂、シリコーン系材料以外のバインダーを用いるこ
とも可能である。バインダーとしては、例えば、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリ
レート、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ヒドロキシ
エチルセルロース、カルポキシメチルセルロースポリスチレン、スチレン・無水マレイン
酸共重合体、スチレン・アクリロニトリル共重合体、ポリビニルクロライド、セルロース
アセテートブチレート、セルロースプロピオネート、ポリα－ナフチルメタクリレート、
ポリビニルナフタレン、ポリｎ－ブチルメタクリレート、テトラフルオロエチレン・ヘキ
サフルオロプロピレン共重合体、ポリシクロヘキシルメタクリレート、ポリ（４－メチル
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ペンテン）、エポキシ、ポリスルホン、ポリエーテルケトン、ポリアリレート、ポリイミ
ド、ポリエーテルイミド、環状オレフィン重合体、ポリシロキサン、ベンゾシクロブタン
重合体、水ガラス、シリカ、酸化チタン、エポキシ樹脂などを成分とするものが挙げられ
る。
【０２３０】
　また、蛍光体部３Ｒ，３Ｇにおいて、蛍光体部３Ｒ，３Ｇ内に占めるバインダーの割合
は本発明の効果を著しく損なわない限り任意であるが、通常５重量％以上、好ましくは１
０重量％以上、また、通常９５重量％以下、好ましくは９０重量％以下である。
【０２３１】
　さらに、これに関連し、蛍光体部３Ｒ，３Ｇにおいて、蛍光体（即ち、ＣａＡｌＳｉＮ

3：Ｅｕ、Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ、併用蛍光体等）とバインダーとの割合も本発明の
効果を著しく損なわない限り任意であるが、蛍光体とバインダーとの合計重量に対するバ
インダーの割合が、通常５重量％以上、好ましくは１０重量％以上、また、通常９５重量
％以下、好ましくは９０重量％以下である。この範囲の下限を下回ると輝度が低下する可
能性があり、上限を上回ると蛍光体部３Ｒ，３Ｇが脆弱となり、機械的強度が保てなくな
る可能性がある。なお、蛍光体を１つの蛍光体部において２種以上用いる場合には、用い
る蛍光体の合計が上記の範囲に収まるようにすることが望ましい。
【０２３２】
　また、蛍光体部３Ｒ，３Ｇには、バインダーや蛍光体以外の添加剤を含有させても良い
。添加剤としては、上記の硬化剤、助触媒、硬化促進剤の他、例えば、視野角をさらに増
やすために拡散剤を含有させても良い。具体的な拡散剤としては、チタン酸バリウム、酸
化チタン、酸化アルミニウム、酸化珪素などが挙げられる。また、添加材としては、例え
ば、所望外の波長をカットする目的で有機や無機の着色染料や着色顔料を含有させること
もできる。なお、これらの添加剤は、それぞれ１種を単独で用いてもよく、２種以上を任
意の組み合わせ及び比率で併用しても良い。
【０２３３】
　さらに、蛍光体部３Ｒ，３Ｇは、公知の任意の方法で作製することができる。例えば、
蛍光体部３Ｒ，３Ｇは、バインダーと蛍光体と溶剤とからなる混合物（塗布液）を、スク
リーン印刷法によって、画素に対応する間隔でモザイク状、アレイ状、あるいはストライ
プ状に、透明基板３１上に形成することができる。
【０２３４】
　また、各蛍光体部３Ｒ，３Ｇの間に、外光の吸収のためにブロックマトリックス層３２
を形成してもよい。ブラックマトリックス層３２は、ガラスなどの透明基板３１上に、感
光性の樹脂の感光原理を利用してカーボンブラックからなる光吸収膜を製造する工程によ
り形成してもよいし、樹脂とカーボンブラックと溶剤とからなる混合物をスクリーン印刷
法で積層して形成しても良い。
【０２３５】
　また、蛍光体部３Ｒ，３Ｇの形状は任意である。例えば、表示装置１をマルチカラー表
示とする場合、蛍光体部３Ｒ，３Ｇなどの発光領域には、ピクセル（画素）形状に合わせ
て、定められた色に発光する蛍光体を配置することになるが、その蛍光体部３Ｒ，３Ｇの
形状としては、情報表示に必要なセグメント形状、マトリックス形状が挙げられ、マトリ
ックス形状の中では、ストライプ構造、デルタ構造などが好ましい形態として挙げること
ができる。さらに、モノクロ表示の場合は、上記の形状の他、均一に蛍光体を塗布したも
のでも可能である。
【０２３６】
　さらに、蛍光体部３Ｒ，３Ｇの寸法も任意である。例えば、その厚みは本発明の効果を
著しく損なわない限り任意であるが、通常、１ｃｍ以下とすると好適に用いることができ
る。さらに、薄型、軽量化が求められるフラットパネルディスプレイにおいては、２ｍｍ
以下の厚みにすることがより好ましい。発光光線の出射率とのバランスを考慮すると、通
常１μｍ以上、好ましくは５μｍ以上、より好ましくは１０μｍ以上、また、通常１００
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０μｍ以下、好ましくは５００μｍ以下、より好ましくは２００μｍ以下である。
【０２３７】
（ii．光透過部）
　本実施形態において、光透過部３Ｂは、青色の画素に対応して光源２からの光を前方に
透過させうる部材である。これにより、表示装置１の光源２からは青色光の可視光が発せ
られるようになっているため、この光源２から発せられる可視光は、画素が発する光とし
て用いられるようになっているのである。
【０２３８】
　光透過部３Ｂの構成に制限は無く任意であるが、通常は、蛍光体を含有しない他は、蛍
光体部３Ｒ，３Ｇと同様に構成される。したがって、光透過部３Ｂには、当該可視光に対
応した光と同じ色の蛍光を発する蛍光体は必須ではない。
【０２３９】
　即ち、光源２から発せられた可視光が表示装置１の外部に発せられるようにすれば、必
ずしもすべての画素において蛍光体を用いなくとも良いのである。ただし、光源２が発す
る可視光を効率よく外部に放出させたり、散乱させたり、所望外の波長の光をカットした
りするために、光源２が発した可視光には、バインダーに添加剤を含有させた光透過部３
Ｂを透過させるようにすることが望ましい。
　さらに、光透過部３Ｂには色調整用の染顔料を含有させても良い。
【０２４０】
　本実施形態においては、赤色蛍光部３Ｒは、赤色蛍光体として、輝度保持蛍光体である
ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕを用い、バインダーとして非芳香族エポキシ樹脂を用い、この赤
色蛍光体をバインダーに分散させたものとして透明基板３１に形成されている。また、蛍
光体部３Ｒは、赤色の画素に対応して複数設けてあるものとする。
【０２４１】
　また、本実施形態において、緑色蛍光部３Ｇは、緑色蛍光体として、輝度保持蛍光体で
あるＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅを用い、バインダーとして非芳香族エポキシ樹脂を用い
、この緑色蛍光体をバインダーに分散させたものとして透明基板３１に形成されていて、
この蛍光体部３Ｇは、緑色の画素に対応して複数設けてあるものとする。
【０２４２】
　さらに、本実施形態において、光透過部３Ｂは、バインダーとして非芳香族エポキシ樹
脂を用い、拡散剤をバインダーに分散させたものとして形成されていて、この光透過部３
Ｂは、青色の画素に対応して透明基板３１に複数設けてあるものとする。
【０２４３】
　また、この蛍光体部３Ｒ，３Ｇ及び光透過部３Ｂを設けた透明基板３１は、光源２に対
向した位置に設けられている。これにより、蛍光体部３Ｒは光源２からの光を受けて赤色
光を発し、蛍光体部３Ｇは光源２からの光を受けて緑色光を発し、光透過部３Ｂは光源２
が発した青色光を拡散剤で拡散させながら前方に透過させるようになっている。また、各
蛍光体部３Ｒ，３Ｇ及び光透過部３Ｂの間は、それぞれブラックマトリックス層３２によ
り仕切られているものとする。
【０２４４】
　［４．作用］
　本実施形態の表示装置１は上記のように構成されているので、使用時には、光源２を所
定の強度で発光させる。この際、図示しない制御部の制御に従い、各光源２からは、表示
装置１が表示しようとする画像に応じて、各画素（即ち、蛍光体部３Ｒ，３Ｇ及び光透過
部３Ｂ）毎に強度を調節された光が発せられる。この光源２から発せられた光は、それぞ
れ、対応する蛍光体部３Ｒ，３Ｇ及び光透過部３Ｂに入射する。
【０２４５】
　蛍光体部３Ｒでは、蛍光体部３Ｒ内に分散した赤色蛍光体（ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ）
が入射光を吸収し、赤色の蛍光を発する。また、蛍光体部３Ｇでは、蛍光体部３Ｇ内に分
散した緑色蛍光体（Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ）が入射光を吸収し、緑色の蛍光を発す
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る。さらに、光透過部３Ｂでは、光透過部３Ｂ内に分散した拡散剤が入射光を散乱させ、
蛍光体部３Ｒ、３Ｇから発せられる蛍光との配光特性をあわせながら、入射した青色の光
を前方に透過させる。
【０２４６】
　この際、入射光の光量が、形成しようとする画像に応じて制御部によって画素毎に調節
されているので、各蛍光体部３Ｒ，３Ｇが発する蛍光（可視光）の光量も画素毎に調節さ
れ、所望の画像が形成される。
　こうして生じた赤色及び緑色の蛍光、並びに、光透過部３Ｂを透過して出射された光源
２からの青色の光は、透明基板３１を介して表示装置１の外部（図中右側）に発せられる
。観察者は、この透明基板３１の表面から発せられる光を見て、画像を認識する。
【０２４７】
　この際、蛍光体部３Ｒ，３Ｇの蛍光体として、それぞれ輝度保持蛍光体である、ＣａＡ
ｌＳｉＮ3：Ｅｕ及びＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅを用いたため、表示装置１自体の発光輝
度の温度依存性を抑制することができ、これにより、温度条件によって表示する画像の発
色が意図した色からずれることを防止することが可能であり、実用上非常に有用である。
【０２４８】
　［第２実施形態］
　図２は、本発明の第２実施形態としての表示装置の要部を模式的に示す分解断面図であ
る。なお、図２に示す表示装置においては、観察者は図中右側から表示装置が表示する画
像を見るようになっているものとする。また、図２において、図１と同様の符号を用いて
示す部位は、図１と同様のものを表わす。
【０２４９】
　図２に示すように、本実施形態の表示装置１′は、光シャッター６によって光源２が発
した光の強さを調節するようになっている点以外は、第１実施形態の表示装置１と同様に
構成されている。即ち、光源２と、光源２から発せられた光を吸収して可視光を発する蛍
光体を含有する蛍光体部（第１蛍光体部）３Ｒ及び蛍光体部（第２蛍光体部）３Ｇと、光
源２が発した光を前方に透過させる光透過部３Ｂと備える。また、表示装置１′は、フレ
ーム４、偏光子５、光シャッター６、検光子７を備えている。
　以下、各部材について説明を行なう。
【０２５０】
　［１．フレーム］
　フレーム４は、第１実施形態で説明したものと同様である。
【０２５１】
　［２．光源］
　光源２としては、第１実施形態で説明したものと同様のものを用いることができる。
　さらに、第１実施形態で説明した構成のものに加え、本実施形態のような光シャッター
６を用いた表示装置においては、表示装置１′をフラットパネルディスプレイとして構成
する場合、光源２としては、均一な面状光を発するものが有用である。この場合、光源２
は、光源２を形成する素子そのものが１つ以上の面状発光素子で形成されているもののみ
ならず、１つ以上の任意の形状の素子から取り出された光を、導光や拡散、反射などの適
当な手法を用いて面状光に変換する擬似面状発光素子も含まれる。また、これらの手法を
組み合わせた素子を光源２として使用することもできる。
【０２５２】
　面状発光できる光源２の例のうち、それ自体が面状に発光しうる面状発光素子の例とし
ては、無機真性ＥＬ素子、有機ＥＬ素子、小型平面蛍光ランプ、無機半導体を利用した面
発光ＬＥＤなどが挙げられる。
【０２５３】
　一方、擬似面状発光素子の例を挙げると、例えば、何らかの発光素子と、その発光素子
から取り出された光を面状光へ変換する変換機構とを組み合わせたものが挙げられる。こ
の際、発光素子としては、光源２の例として先に挙げた任意の光源を用いることができる
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。また、変換機構としては、例えば、石英板、ガラス板、アクリル板などの導光板と、Ａ
ｌシート、各種金属蒸着膜など反射機構と、ＴｉＯ2系化合物を用いたパターン、光拡散
シート、光拡散プリズムなどの光拡散機構とが、単独、好ましくは複数組み合わせられた
ものを用いることができる。特に、導光板、反射板、拡散板などを用いて光源２を面発光
体化して光を面状光に変換する変換機構は、本実施形態において好適に用いられる。また
、例えば、液晶表示装置用途などで使用されている変換機構も好適に使用することができ
る。
【０２５４】
　また、第１実施形態と同様、光源２の寸法に制限は無いが、光源２として面発光素子や
擬似面発光素子を用いる場合には、フラットパネルディスプレイの実用的見地から、通常
５ｃｍ以下、好ましくは５ｍｍ以下の厚みに形成することが望ましい。
【０２５５】
　本実施形態では、光源２として青色の光を面状発光する面発光素子を用いていて、この
光源２からの光によって、蛍光体部３Ｒ，３Ｇ内に含まれるＣａＡｌＳｉＮ3：ＥｕやＣ
ａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅなどの蛍光体を励起するようになっている。また、光源２が発
した光の一部は、光透過部３Ｂを透過し、青色の画素の光として観察者に観られるように
もなっている。さらに、光源２への電力供給は、相互接続回路やワイヤ等を用いて、フレ
ーム４上の端子と光源２の電極とを電気的に接続することにより行なわれているものとす
る。
【０２５６】
　［３．偏光子］
　光源２の前方（図中右側）、詳しくは光源２と光シャッター６との間には、偏光子５を
設けることが好ましい。偏光子５は、光源２から発せられた光のうち所定の偏光面を有す
る光のみを選択して透過させるものである。本実施形態においても、偏光子５を光源２と
光シャッター６との間に設置しているものとする。
【０２５７】
　［４．光シャッター］
　本実施形態において、光シャッター６は、照射された光を、光量を調節して透過させる
ものである。詳しくは、背面に照射された光を、表示する画像に対応して、画素毎に、光
量を調節して前方に透過させる部材である。本実施形態の場合、光シャッター６は、光源
２から蛍光体部３Ｒ，３Ｇや光透過部３Ｂへ発せられる光の光量を、各画素毎に調節して
前方に透過させるようになっている。
【０２５８】
　詳しく説明すると、表示装置１′をマルチカラーもしくはフルカラーディスプレイとし
て構成する場合は、上記の蛍光体を、２種類以上、独立に光波長変換機構として定められ
た領域（即ち、蛍光体部３Ｒ，３Ｇ）に配置する。本実施形態においては、これらの蛍光
体部３Ｒ，３Ｇ及び光透過部３Ｂに照射する光の光量をそれぞれ光シャッター６により調
節して蛍光体部３Ｒ，３Ｇ及び光透過部３Ｂから放出される光の光量を調節し、表示装置
１′に所望の画像を多色発光にて表示させることができるようになっている。
【０２５９】
　また、光シャッター６の種類によっては、特定の波長領域の光についてのみ、光量の調
節が可能なものがある。したがって、光シャッター６としては、光源２が発する光の波長
領域において、光の光量を調節して光のスイッチングが可能なものを用いるようにする。
なお、表示装置１′の構成によっては、光源２からの光ではなく蛍光体部３Ｒ，３Ｇから
発せられる蛍光を光シャッター６に光量調節させることもあるが、その場合には、蛍光体
部３Ｒ，３Ｇから発せられる蛍光の光波長領域においても、光の光量を調節して光のスイ
ッチングが可能なものを用いるようにする。通常、光源２が発する光や蛍光体部３Ｒ，３
Ｇ中の蛍光体が発する蛍光の発光ピーク波長は、通常３８０ｎｍ以上、好ましくは４２０
ｎｍ以上、また、通常７８０ｎｍ以下、好ましくは５００ｎｍ以下であるので、光シャッ
ター６は、この波長域の光の光量を調節できるものが望ましい。
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【０２６０】
　また、光シャッター６の機構は、通常、複数の画素（ピクセル）の集合体からなる。た
だし、画面サイズ、表示方式、用途などにより、画素の数量及びサイズ並びに配列方式は
変化し、特に一定の値に制限されるものではない。したがって、光シャッター６の画素の
寸法に制限は無く、本発明の効果を著しく損なわない限り任意である。
【０２６１】
　例えば、通常のディスプレイ用途では、一画素のサイズは５００μｍ角以下が好ましい
。さらに、好適な画素サイズとして、現在実用化されている液晶ディスプレイの値として
、画素数が６４０×３×４８０、単色一画素サイズが１００×３００μｍ程度とすること
がより好ましい。
【０２６２】
　さらに、光シャッター６自体の数量や寸法にも制限は無く、本発明の効果を著しく損な
わない限り任意である。例えば、光シャッター６の厚さは、通常５ｃｍ以下のものが有用
であり、薄型化及び軽量化を考慮すれば１ｃｍ以下であることが好ましい。
　また、表示装置１′を平面型表示装置とする場合においては、階調表示を可能とするた
めに、電気的制御により画素の光透過率を任意の値に変化せしめる光シャッター６を好適
に用いることができる。光透過率の絶対値や、その変化のコントラスト及び速度応答性は
、高いほど好ましい。
【０２６３】
　これらの要件を満足する光シャッター６の例としては、ＴＦＴ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　
Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）、ＳＴＮ（Ｓｕｐｅｒ　Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ　ｌｉ
ｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ）、強誘電、反強誘電、２色性色素を用いたゲストホスト、ポ
リマー分散型であるＰＤＮ（Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｄｉｓｐｅｒｓｅｄ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）方
式などの透過型液晶光シャッター；酸化タングステン、酸化イリジウム、プルシアンブル
ー、ビオローゲン誘導体、テトラチアフルバレン（ＴＴＦ）－ポリスチレン、希土類金属
－ジフタロシアニン錯体、ポリチオフェン、ポリアニリンなどに代表されるエレクトクロ
ミック、ケミカルクロミックなどが挙げられる。中でも液晶光シャッターは、薄型、軽量
、低消費電力を特徴とし、実用的な耐久性があってセグメントの高密度化も可能であるこ
とから好適に用いられる。この中で特に望ましいものは、ＴＦＴアクティブマトリックス
駆動やＰＤＮ方式を用いた液晶光シャッターである。その理由は、ねじれネマチック液晶
を使用したアクティブマトリックスでは、動画に対応した高速応答性やクロストークが起
きないこと、ＰＤＮ方式では偏光子５や検光子７が必要ないので、光源２や蛍光体部３Ｒ
，３Ｇが発する光の減衰が少なく高輝度な発光が可能になるからである。
【０２６４】
　また、表示装置１′には、通常、表示装置１′に表示させる画像に応じて画素毎に光量
の調節を行なうように光シャッター６を制御する制御部（図示省略）を設ける。光シャッ
ター６は、この制御部の制御に応じて各画素から発せられる可視光の光量を調節し、これ
により、所望の画像が表示装置１′によって表示されるようになっている。
【０２６５】
　光シャッター６によって画素の輝度を調整するようにすることで、表示装置１′は、制
御部の制御回路をより簡単にすることができる。例えば、第１実施形態のように、光源２
としてＬＥＤを用い、そのＬＥＤの発光強度等を制御することによって画素の輝度調整を
行なう場合には、ＬＥＤの電流－輝度特性が経時変化するため、表示する像を制御する制
御回路が複雑になる可能性がある。これに対し、本実施形態のように光源２から発せられ
た光の光量を調節する光シャッター６部分を設け、光シャッター６によって画素の輝度を
調整するようにすれば、液晶光シャッター等の光シャッターの多くは電圧制御であるため
、簡単な制御回路で輝度を調整することができる。
【０２６６】
　本実施形態においては、背面電極６１、液晶層６２、及び前面電極６３が上記の順に重
ねられた液晶光シャッターを光シャッター６として用いていて、光シャッター６は、偏光
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子５の前方（図中右方）に設けられているものとする。なお、背面電極６１及び前面電極
６３は表示装置１′に用いる光を吸収しない透明電極にて構成されているものとする。そ
して、この液晶光シャッターでは、背面電極６１及び前面電極６３に印加する電圧によっ
て液晶層６２内の液晶の分子配列を制御され、この分子配列によって背面側に照射される
光それぞれの光量を、各画素毎（即ち、蛍光体部３Ｒ，３Ｇ及び光透過部３Ｂ毎）に調節
されるようになっている。
【０２６７】
　［５．検光子］
　光シャッター６の前方には、適宜、光シャッター６を透過して光量を調節された光を受
け付ける検光子７が設けられる。検光子７は、光シャッター６を通過した特定の偏光面を
有する光のみを透過させて、発光強度を調整するものである。
　本実施形態においても、光シャッター６の前方、詳しくは、光シャッター６と蛍光体部
３Ｒ，３Ｇ及び光透過部３Ｂとの間には検光子７が設けられているものとする。
【０２６８】
　［６．蛍光体部並びに光透過部］
　蛍光体部３Ｒ，３Ｇは、第１実施形態と同様に、光源２が発した励起光を吸収し、表示
装置１′が表示する画像を形成するための可視光を発する蛍光体を含有する部分である。
本実施形態においても、蛍光体部３Ｒ，３Ｇの少なくとも一方が、蛍光体として、輝度保
持蛍光体のうちの少なくともいずれか１種を含有するようにする。また、蛍光体部３Ｒ，
３Ｇは光シャッター６の画素に対応して通常１つずつ設けられ、表示装置１′の画素が発
することになる光を生じるようになっている。
【０２６９】
　さらに、光透過部３Ｂは、第１実施形態同様、蛍光体部３Ｒ，３Ｇと同様に光シャッタ
ー６の画素毎に設けられたもので、光源２の光を画素の光の一部として用いるために前方
へ透過させる部分である。通常、光透過部３Ｂは、蛍光体を含有しない他は蛍光体部３Ｒ
，３Ｇと同様に設けられる。
　したがって、本実施形態では、観察者は、この蛍光体部３Ｒ，３Ｇが発する蛍光、及び
、光透過部３Ｂを介して放出される光源２が発する光を見て画像を認識するようになって
いる。
【０２７０】
　ただし、本実施形態のように光シャッター６を用いた表示装置１′の場合、第１実施形
態の構成の他に、例えば、蛍光体部３Ｒ，３Ｇは、バインダーと蛍光体と溶剤とからなる
混合物（塗布液）を、スクリーン印刷法によって、光シャッター６の画素に対応する間隔
でモザイク状、アレイ状、あるいはストライプ状に、透明基板３１上に形成することもで
きる。
【０２７１】
　また、本実施形態のように光シャッター６を用いた表示装置１′の場合、例えば、表示
装置１′をマルチカラー表示とする際には、蛍光体部３Ｒ，３Ｇなどの発光領域には、光
シャッター機構のピクセル形状に合わせて、定められた色に発光する蛍光体を配置するこ
とになる。
【０２７２】
　さらに、本実施形態においても、赤色蛍光部３Ｒは、赤色蛍光体として、輝度保持蛍光
体であるＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕを用い、バインダーとして非芳香族エポキシ樹脂を用い
、この赤色蛍光体をバインダーに分散させたものとして透明基板３１に形成されている。
また、蛍光体部３Ｒは、赤色の画素に対応して複数設けてあるものとする。
【０２７３】
　また、本実施形態においも、緑色蛍光部３Ｇは、緑色蛍光体として、輝度保持蛍光体で
あるＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅを用い、バインダーとして非芳香族エポキシ樹脂を用い
、この緑色蛍光体をバインダーに分散させたものとして透明基板３１に形成されていて、
この蛍光体部３Ｇは、緑色の画素に対応して複数設けてあるものとする。
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【０２７４】
　さらに、本実施形態において、光透過部３Ｂは、バインダーとして非芳香族エポキシ樹
脂を用い、拡散剤をバインダーに分散させたものとして形成されていて、この光透過部３
Ｂは、青色の画素に対応して透明基板３１に複数設けてあるものとする。
【０２７５】
　また、この蛍光体部３Ｒ，３Ｇ及び光透過部３Ｂを設けた透明基板３１は検光子７の前
方（図中右方）に、光シャッター６に対向した位置に設けられている。これにより、蛍光
体部３Ｒは光シャッター６により光量を調節された光源２からの光を受けて赤色光を発し
、蛍光体部３Ｇは光シャッター６により光量を調節された光源２からの光を受けて緑色光
を発し、光透過部３Ｂは光源２が発し光シャッター６により光量を調節された青色光を拡
散剤で拡散させながら前方に透過させるようになっている。また、各蛍光体部３Ｒ，３Ｇ
及び光透過部３Ｂの間は、それぞれブラックマトリックス層３２により仕切られているも
のとする。
【０２７６】
　［７．作用］
　本実施形態の表示装置１′は上記のように構成されているので、使用時には、光源２を
所定の強度で発光させる。光源２から発せられた光は、偏光子５で偏光面を揃えられた後
、光シャッター６に入射する。
【０２７７】
　光シャッター６は、制御部（図示省略）の制御にしたがって、表示しようとする画像に
応じて背面側から入射した光の光量を画素毎に調節し、前方に透過させる。具体的には、
透明電圧６１，６３に印加する電圧を制御することにより、各画素に対応する部位の液晶
の配向性を調整し、これにより、画素毎にどれだけの強さの光を透過させるか調節しなが
ら、背面に受光した光を前方に透過させる。
【０２７８】
　光シャッター６を通った光は、検光子７を介して、それぞれ、対応する蛍光体部３Ｒ，
３Ｇ及び光透過部３Ｂに入射する。
　蛍光体部３Ｒでは、蛍光体部３Ｒ内に分散した赤色蛍光体（ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ）
が入射光を吸収し、赤色の蛍光を発する。また、蛍光体部３Ｇでは、蛍光体部３Ｇ内に分
散した緑色蛍光体（Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ）が入射光を吸収し、緑色の蛍光を発す
る。さらに、光透過部３Ｂでは、光透過部３Ｂ内に分散した拡散剤が入射光を散乱させ、
蛍光体部３Ｒ、３Ｇから発せられる蛍光との配光特性をあわせながら、入射した青色の光
を前方に透過させる。
【０２７９】
　この際、入射光の光量が、形成しようとする画像に応じて光シャッター６により画素毎
に調節されているので、各蛍光体部３Ｒ，３Ｇが発する蛍光（可視光）の光量も画素毎に
調節され、所望の画像が形成される。
　こうして生じた赤色及び緑色の蛍光、並びに、光透過部３Ｂを透過して出射された光源
２からの青色の光は、透明基板３１を介して表示装置１′の外部（図中右側）に発せられ
る。観察者は、この透明基板３１の表面から発せられる光を見て、画像を認識する。
【０２８０】
　この際、蛍光体部３Ｒ，３Ｇの蛍光体として、それぞれ輝度保持蛍光体である、ＣａＡ
ｌＳｉＮ3：Ｅｕ及びＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅを用いたため、表示装置１′自体の発光
輝度の温度依存性を抑制することができ、これにより、温度条件によって表示する画像の
発色が意図した色からずれることを防止することが可能となり、実用上非常に有用である
。
　また、本実施形態の表示装置１′によれば、従来の液晶光シャッターを用いた表示装置
とは異なり、視野角によって画素の輝度が低下したり色が変化したりすることを防止する
ことができる。
【０２８１】
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　［第３実施形態］
　［１．構成］
　図３は、本発明の第３実施形態としての表示装置の要部を模式的に示す分解断面図であ
る。なお、図３に示す表示装置においては、観察者は図中右側から表示装置が表示する画
像を見るようになっているものとする。また、図３において、図１，２と同様の符号を用
いて示す部位は、図１，２と同様のものを表わす。
【０２８２】
　図３に示すように、本実施形態の表示装置１″は、構成部材の配置順が、背面側から、
基板４、光源２、蛍光体部３Ｒ，３Ｇ及び光透過部３Ｂ、偏光子５、光シャッター６、検
光子７という順になっていて、光シャッター６の画素間にブラックマトリックス（図示省
略）が設けられている他は、第２実施形態で説明した表示装置１′と同様の構成となって
いる。
【０２８３】
　光シャッター６の画素の間には、コントラストを高めるためにブラックマトリックスと
いう黒色領域が存在することが好ましい。ブラックマトリックスは画素間のすきまを黒く
し、画像を見やすくする作用を有する。ブラックマトリックスの材質としては、例えば、
クロム、炭素、または炭素またはその他黒色物質を分散した樹脂が用いられるが、これに
限定されるものではない。本実施形態においては、光シャッター６を透過した光を観察者
が見ることになるため、光シャッターに、このブラックマトリックス（図示省略）を設け
てある。
【０２８４】
　また、本実施形態の表示装置１″においては、上記のように構成部材の配置順を変更し
たため、光シャッター６は、蛍光体部３Ｒ，３Ｇから発せられる光並びに光透過部３Ｂを
透過した光の光量を、各画素毎に調節して前方に透過させるようになっている。即ち、赤
色及び緑色の画素においては、光源２から発せられた光を蛍光体部３Ｒ，３Ｇに入射させ
、蛍光体部３Ｒ，３Ｇ内の蛍光体が発した光の光量を、画素毎に光シャッター６が調節し
、前方に透過させるようになっている。また、青色の画素においては、光源２から発せら
れた光が光透過部３Ｂ内の拡散剤で散乱されながら光透過部３Ｂを透過し、光透過部３Ｂ
を透過した光の光量を、画素毎に光シャッター６が調節し、前方に透過させるようになっ
ている。そして、光シャッター６によって光量を調節された赤色、緑色及び青色の光によ
って、表示装置１に所望の画像を多色発光にて表示させることができるようになっている
。
【０２８５】
　したがって、第２実施形態においては、光シャッター６として、光源２が発する光の波
長領域において光の光量を調節しうるものを用いるようにしたが、本実施形態においては
、蛍光体部３Ｒ，３Ｇが発する光の波長領域においても光の光量を調節しうるものを用い
るようにする。詳しくは、本実施形態の光シャッター６では、背面電極６１及び前面電極
６３に印加する電圧によって液晶層６２内の液晶の分子配列を制御され、この分子配列に
よって背面側に照射される光それぞれの光量を、各画素毎に調節されるようになっている
。
【０２８６】
　さらに、本実施形態においても、第２実施形態と同様に、蛍光体部３Ｒは赤色蛍光体と
してＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕを用い、バインダーとして非芳香族エポキシ樹脂を用いてい
て、また、緑色蛍光部３Ｇは、緑色蛍光体としてＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅを用い、バ
インダーとして非芳香族エポキシ樹脂を用いている。
【０２８７】
　［２．作用］
　本実施形態の表示装置１″は上記のように構成されているので、使用時には、光源２を
所定の強度で発光させる。光源２から発せられた光は、それぞれ、対応する蛍光体部３Ｒ
，３Ｇ及び光透過部３Ｂに入射する。
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【０２８８】
　蛍光体部３Ｒでは、蛍光体部３Ｒ内に分散した赤色蛍光体（ＣａＡｌＳｉＮ3：Ｅｕ）
が入射光を吸収し、赤色の蛍光を発する。また、蛍光体部３Ｇでは、蛍光体部３Ｇ内に分
散した緑色蛍光体（Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅ）が入射光を吸収し、緑色の蛍光を発す
る。さらに、光透過部３Ｂでは、光透過部３Ｂ内に分散した拡散剤が入射光を散乱させ、
蛍光体部３Ｒ、３Ｇから発せられる蛍光との配光特性をあわせながら、入射した青色の光
を前方に透過させる。
【０２８９】
　こうして発せられた赤色及び緑色の蛍光、並びに青色の光は、偏光子５で偏光性を揃え
られた後、光シャッター６に入射する。
　光シャッター６は、制御部（図示省略）の制御にしたがって、表示しようとする画像に
応じて背面側から入射した赤色光、緑色光及び青色光の光量を画素毎に調節し、前方に透
過させる。具体的には、透明電圧６１，６３に印加する電圧を制御することにより、各画
素に対応する部位の液晶の配向性を調整し、これにより、画素毎にどれだけの強さの光を
透過させるか調節しながら、背面に受光した光を前方に透過させる。
【０２９０】
　光シャッター６を通った光は、検光子７に照射される。この際、蛍光体部３Ｒ，３Ｇが
発した蛍光や光透過部３Ｂを透過した光の光量は、光シャッター６により画素毎に調節さ
れているので、検光子７に照射された光は所望の画像を形成することになる。そして、観
察者は、この検光子７の表面から発せられる光を見て、画像を認識する。
【０２９１】
　この際、蛍光体部３Ｒ，３Ｇの蛍光体として、それぞれ輝度保持蛍光体であるＣａＡｌ
ＳｉＮ3：Ｅｕ及びＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅを用いたため、表示装置１自体の発光輝度
の温度依存性を抑制することができ、これにより、温度条件によって表示する画像の発色
が意図した色からずれることを防止することが可能であり、実用上非常に有用である。
【０２９２】
　さらに、本実施形態の表示装置１″によれば、従来の液晶光シャッターを用いた表示装
置とは異なり、蛍光体部３Ｒ，３Ｇ内の蛍光体の残光特性による影響を排除することがで
きる。蛍光体は、光の照射を止めた後も所定の時間だけ蛍光を発することがあり、この光
照射停止後に蛍光が発せられる時間を残光特性という。残光特性は蛍光体により異なるこ
とから、従来、表示装置に表示される画像においてはある特定の色が強調される傾向があ
り、コスト高や制御の複雑化の一因となっていた。しかし、本実施形態の表示装置１″に
よれば上記の残光特性の影響を排除し、画像の特定の色が強調されることを防止すること
ができる。
　さらに、第２実施形態と同様、制御部の制御回路をより簡単にすることも可能である。
【０２９３】
［その他］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の実施形態に限定されるも
のではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、任意に変形して実施することがで
きる。
　例えば、上記の実施形態では赤色、緑色及び青色の３種の光を用いて画像を表示する場
合を説明したが、上記の赤色、緑色及び青色以外の光を用いて画像表示を行なうようにし
ても良く、さらに、２種、又は、４種以上の光を用いて画像表示を行なうようにしても良
い。
【０２９４】
　また、例えば、一部の画素においては、光源２が発する光を直接に、画素の光として用
いるようにしてもよい。
　さらに、蛍光体部３Ｒ，３Ｇを透過する以外にも、光源２から発せられた光が蛍光体部
３Ｒ，３Ｇで反射するような反射型の構成を適用しても良い。具体的には、例えば、第１
実施形態の構成において、光源２を蛍光体部３Ｒ，３Ｇよりも前方に設置して表示装置１
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を構成することも可能である。
【０２９５】
　また、蛍光体部として、ＣａＡｌＳｉＮ3：ＥｕやＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃｅなどの輝
度保持蛍光体をいずれも有さない蛍光体部を併用するようにしても良い。
　さらに、輝度保持蛍光体としては、ＣａＡｌＳｉＮ3：ＥｕやＣａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12：Ｃ
ｅ以外のものを用いるようにしてもよい。
　また、上述した光源２、蛍光体部３Ｒ，３Ｇ、フレーム４、偏光子５、光シャッター６
、検光子７などの部材は、本発明の要旨を逸脱しない範囲で、任意に組み合わせて用いる
ことができる。
　さらに、表示装置１，１′，１″には更に別の構成部材を組み合わせて用いても良い。
【実施例】
【０２９６】
　以下、実施例を用いて本発明について具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限
定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において任意に変形して実施する
ことができる。
【０２９７】
［緑色の蛍光体について］
　［実施例１］
　賦活剤としてＣｅを０．０６モル％（化学組成式Ｃａ１モルに対して０．０２モル）含
有し、Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12の化学組成を有し、５０５ｎｍに発光ピーク波長を有する酸
化物の蛍光体を、１６０℃まで所定の温度まで段階的に昇温し（昇温速度：１０℃／分）
、所定温度で温度を一定に保つように制御しながら（２０秒間）ピーク波長４５５ｎｍの
青色光で励起して得られる輝度を測定し、２５℃における輝度を１００％とした場合の各
温度での相対輝度（輝度保持率）を図４に示した。図４の四角形で示すプロットが、実施
例１の結果を表わすものである。
【０２９８】
　なお、輝度の測定に関しては、波長４５５ｎｍの励起光の影響を受けないように、蛍光
体混合物からの４７０ｎｍ未満の蛍光スペクトルを算入せず、４７０ｎｍ以上の蛍光スペ
クトルだけを利用して算出した。
【０２９９】
　［比較例１］
　蛍光体としてＹＡＧ：Ｃｅを用いた以外は実施例１と同様にして、蛍光体の輝度保持率
を測定した。結果を、２５℃における輝度を１００％とした場合の各温度での相対輝度（
輝度保持率）として、図４に示す。
　なお、図４において、円形で示すプロットが、比較例１の結果を表わすものである。
【０３００】
［赤色の蛍光体について］
　［実施例２］
　賦活剤としてＥｕを０．８モル％（化学組成式Ｃａ１モルに対して０．００８モル）含
有し、ＣａＡｌＳｉＮ3の化学組成を有する蛍光体を用いた以外は実施例１と同様にして
、蛍光体の輝度保持率を測定した。２５℃における輝度を１００％とした場合の各温度で
の相対輝度（輝度保持率）を図５に示す。図５の四角形で示すプロットが、実施例２の結
果を表わすものである。
【０３０１】
　［比較例２］
　賦活剤としてＥｕを０．８モル％（化学組成式Ｃａ１モルに対して０．００８モル）含
有し、Ｃａ2Ｓｉ5Ｎ8の化学組成を有する蛍光体を用いた以外は実施例１と同様にして、
蛍光体の輝度保持率を測定した。２５℃における輝度を１００％とした場合の各温度での
相対輝度（輝度保持率）を図５に示す。図５の円形で示すプロットが、比較例２の結果を
表わすものである。
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【０３０２】
［まとめ］
　図４から分かるように、実施例１の蛍光体Ｃａ3Ｓｃ2Ｓｉ3Ｏ12は、比較例１の蛍光体
ＹＡＧ：Ｃｅよりも温度依存性が小さい。また、図５から分かるように、実施例２の蛍光
体ＣａＡｌＳｉＮ3は、比較例２の蛍光体Ｃａ2Ｓｉ5Ｎ8よりも温度依存性が小さい。具体
的には、２５℃における輝度に対する１５０℃での輝度保持率が高い。したがって、これ
らの輝度保持蛍光体を用いた表示装置は、蛍光体が発する光の温度による色のばらつきが
小さく、温度条件によって表示する画像の発色が意図した色からずれることを防止できる
ようになると推察される。
【産業上の利用可能性】
【０３０３】
　本発明は、蛍光体を用いた表示装置として任意に用いることができ、特に、カラー表示
ができる表示装置に用いて好適である。
【図面の簡単な説明】
【０３０４】
【図１】本発明の第１実施形態としての表示装置の要部を模式的に示す分解断面図である
。
【図２】本発明の第２実施形態としての表示装置の要部を模式的に示す分解断面図である
。
【図３】本発明の第３実施形態としての表示装置の要部を模式的に示す分解断面図である
。
【図４】本発明の実施例１及び比較例１で測定した蛍光体の輝度保持率を示すグラフであ
る。
【図５】本発明の実施例２及び比較例２で測定した蛍光体の輝度保持率を示すグラフであ
る。
【符号の説明】
【０３０５】
１，１′，１″　表示装置
２　光源
３Ｒ，３Ｇ　蛍光体部
３Ｂ　光透過部
４　フレーム
５　偏光子
６　光シャッター
７　検光子
３１　透明基板
３２　ブラックマトリックス
６１，６３　透明電極
６２　液晶層
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